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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　サービス内容を表す複数のサービス情報のうちのいずれかをサービス情報表示装置に配
信するサービス情報配信サーバであって、
　上記複数のサービス情報のうちいずれかを個別に表す複数のサービス情報のそれぞれを
、当該サービス情報によって表される上記サービス内容の利用履歴を表す利用履歴情報と
個別に関連付け、かつ上記複数のサービス情報を、サービス内容のカテゴリを表すカテゴ
リ情報に基づいて分類して管理する情報管理手段と、
　上記利用履歴情報に関連付けて分類および管理される複数のサービス情報またはカテゴ
リ情報の中から、特定のサービス情報またはカテゴリ情報を選択する情報選択手段と、
　上記選択されたサービス情報またはカテゴリ情報と、当該サービス情報またはカテゴリ
情報と個別に関連付けられた上記利用履歴情報とを、上記サービス情報表示装置に送信す
る送信手段とを備えており、
　上記カテゴリごとに、当該カテゴリに属するサービス内容の総数に対する、利用済のサ
ービス情報の数の比率を算出することによって、当該比率を表す比率情報を生成する利用
済比率算出手段をさらに備え、
　上記情報選択手段によって特定されるカテゴリを表すカテゴリ情報に上記比率情報を関
連付けて上記サービス情報表示装置にさらに送信することを特徴とするサービス情報配信
サーバ。
【請求項２】
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　サービス情報配信サーバから配信されるサービス内容を表示するサービス情報表示装置
であって、
　上記サービス内容を表すサービス情報、または当該サービス情報が属するカテゴリを表
すカテゴリ情報を選択する選択指示を上記サービス情報配信サーバに送信する送信手段と
、
　上記サービス情報配信サーバから送信されたサービス情報またはカテゴリ情報と、当該
サービス情報またはカテゴリ情報と個別に関連付けられた利用履歴情報とを、受信する受
信手段と、
　上記サービス情報またはカテゴリ情報と、当該サービス情報またはカテゴリ情報と個別
に関連付けられた上記利用履歴情報とを、表示する表示手段と
を備えており、
　（１）上記受信手段は、上記カテゴリ情報と関連付けられた比率情報であって、上記カ
テゴリに属するサービス内容の総数に対する、利用済のサービス情報の数の比率を表す比
率情報を、上記サービス情報配信サーバからさらに受信するか、または（２）上記受信手
段によって受信した上記カテゴリ情報および利用履歴情報に基づいて、上記カテゴリに属
するサービス内容の総数に対する、利用済のサービス情報の数の比率を算出することによ
って、当該比率を表す比率情報を生成する利用済比率算出手段をさらに備えており、
　上記表示手段が当該比率情報をさらに表示することを特徴とするサービス情報表示装置
。
【請求項３】
　サービス情報配信サーバおよびサービス情報表示装置を備えるサービス情報配信システ
ムであって、
　サービス内容を表す複数のサービス情報のうちのいずれかをサービス情報表示装置に配
信するサービス情報配信サーバは、
　上記複数のサービス情報のうちいずれかを個別に表す複数のサービス情報のそれぞれを
、当該サービス情報によって表される上記サービス内容の利用履歴を表す利用履歴情報と
個別に関連付け、かつ上記複数のサービス情報を、サービス内容のカテゴリを表すカテゴ
リ情報に基づいて分類して管理する情報管理手段と、
　上記利用履歴情報に関連付けて分類および管理される複数のサービス情報またはカテゴ
リ情報の中から、特定のサービス情報またはカテゴリ情報を選択する情報選択手段と、
　上記選択されたサービス情報またはカテゴリ情報と、当該サービス情報またはカテゴリ
情報と個別に関連付けられた上記利用履歴情報とを、上記サービス情報表示装置に送信す
る送信手段とを備えており、
　サービス情報配信サーバから配信されるサービス内容を表示するサービス情報表示装置
は、
　上記サービス内容を表すサービス情報、または当該サービス情報が属するカテゴリを表
すカテゴリ情報を選択する選択指示を上記サービス情報配信サーバに送信する送信手段と
、
　上記サービス情報配信サーバから送信されたサービス情報またはカテゴリ情報と、当該
サービス情報またはカテゴリ情報と個別に関連付けられた利用履歴情報とを、受信する受
信手段と、
　上記サービス情報またはカテゴリ情報と、当該サービス情報またはカテゴリ情報と個別
に関連付けられた上記利用履歴情報とを、表示する表示手段と
を備えており、
　（１）上記サービス情報配信サーバは、上記カテゴリごとに、当該カテゴリに属するサ
ービス内容の総数に対する、利用済のサービス情報の数の比率を算出することによって、
当該比率を表す比率情報を生成する利用済比率算出手段をさらに備えており、上記送信手
段は、上記情報選択手段によって特定されるカテゴリを表すカテゴリ情報と上記比率情報
を関連付けて上記サービス情報表示装置にさらに送信し、上記サービス情報表示装置にお
ける上記受信手段は、上記カテゴリ情報と関連付けられた上記比率情報を、上記サービス
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情報配信サーバからさらに受信するか、または（２）上記サービス情報表示装置は、上記
受信手段によって受信した上記カテゴリ情報および利用履歴情報に基づいて、当該カテゴ
リに属するサービス内容の総数に対する、利用済のサービス情報の数の比率を算出するこ
とによって、当該比率を表す比率情報を生成する利用済比率算出手段をさらに備えており
、
　上記表示手段が当該比率情報をさらに表示することを特徴とするサービス情報配信シス
テム。
【請求項４】
　サービス内容を表す複数のサービス情報のうちのいずれかをサービス情報表示装置に配
信するサービス情報配信サーバを用いたサービス情報配信方法であって、
　上記複数のサービス情報のうちいずれかを個別に表す複数のサービス情報のそれぞれを
、当該サービス情報によって表される上記サービス内容の利用履歴を表す利用履歴情報と
個別に関連付け、かつ上記複数のサービス情報を、サービス内容のカテゴリを表すカテゴ
リ情報に基づいて分類して管理する情報管理ステップと、
　上記利用履歴情報に関連付けて分類および管理される複数のサービス情報またはカテゴ
リ情報の中から、特定のサービス情報またはカテゴリ情報を選択する情報選択ステップと
、
　上記選択されたサービス情報またはカテゴリ情報と、当該サービス情報またはカテゴリ
情報と個別に関連付けられた上記利用履歴情報とを、上記サービス情報表示装置に送信す
る送信ステップとを包含しており、
　上記カテゴリごとに、当該カテゴリに属するサービス内容の総数に対する、利用済のサ
ービス情報の数の比率を算出することによって、当該比率を表す比率情報を生成する利用
済比率算出ステップをさらに包含しており、
　上記送信ステップは、上記情報選択ステップによって特定されるカテゴリを表すカテゴ
リ情報に上記比率情報を関連付けて上記サービス情報表示装置にさらに送信することを特
徴とするサービス情報配信方法。
【請求項５】
　請求項１に記載のサービス情報配信サーバを動作させるサービス情報配信プログラムで
あって、コンピュータを上記の各手段として機能させるためのサービス情報配信プログラ
ム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、サービスを提供するためのサービス情報配信サーバ、サービス情報表示装置
、サービス情報配信システム、サービス情報配信方法、サービス情報配信プログラムおよ
び記録媒体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、通信におけるブロードバンドの普及に伴い、ＩＰネットワークを使ってリアルタ
イム放送および映画などのコンテンツを配信するサービス、ＩＰＴＶ（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ
　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ　Ｔｅｌｅｖｉｓｉｏｎ）が進展してきている。ＩＰＴＶを利用した
サービスの一つとして、ユーザからのコンテンツ配信要求に従って、要求されたコンテン
ツをユーザに配信するＶｏＤ（Ｖｉｄｅｏ　ｏｎ　Ｄｅｍａｎｄ）がある。
【０００３】
　ＶｏＤにおいては、配信要求されたコンテンツのみをコンテンツ配信サーバからユーザ
に配信する方式を採用している。そのため、ユーザは、要求されたコンテンツと類似のジ
ャンルまたはカテゴリに属するコンテンツ（以下「類似のコンテンツ」）があったとして
も見逃すおそれがある。そして、ユーザが要求したコンテンツと共通の内容を含み得る類
似のコンテンツは、ユーザにとって興味のあるコンテンツである可能性が高い。
【０００４】
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　従って、このような類似のコンテンツのユーザによる見逃しを回避すれば、ユーザに対
して質の高いサービスの提供に繋がると考えられる。また、ユーザの興味または関心を引
きつける質の高いサービスを提供することによって、ユーザによるコンテンツ配信サーバ
のさらなる利用を促進することができる。よって、サービスの提供側（業者）にとっても
好都合である。
【０００５】
　そこで従来、ユーザによる類似のコンテンツの見逃しを回避する技術がいくつか開発さ
れている。特許文献１には、現在視聴中の番組と関連を有するとともに未視聴の番組を視
聴推薦番組としてユーザに提示する技術が開示されている。特許文献２には、再生中の番
組と同一番組名の番組、同一ジャンルの番組、同一シリーズの番名、同一時間帯に放送さ
れる番組、同一出演者が出演する番組のいずれかを選択抽出して表示する技術が開示され
ている。特許文献３には、コンテンツの送受信端末において、視聴済であるか否かを記憶
しておき、推薦するコンテンツの視聴履歴を表示する技術が開示されている。
【０００６】
　これらの技術は、インターネットに接続可能なテレビまたはパーソナルコンピュータを
利用した、インターネットショッピングにも適用可能である。例えば、ユーザが選択した
商品と類似の商品に関する情報をあわせて、ユーザに提供することによって、ユーザにと
ってさらに使い勝手のよい商品などの情報をユーザに提供することなどが考えられる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００５－３４８１５３号公報（平成１７年１２月１５日公開）
【特許文献２】特開２００６－１７４３６７号公報（平成１８年６月２９日公開）
【特許文献３】特開２００４－２２２２３９号公報（平成１６年８月５日公開）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかし、上述した従来技術では、ユーザが興味のあるコンテンツを選択する際に、提供
される情報が不十分なために不都合が生じる。特許文献１の技術においては、現在視聴中
の番組と関連する番組のうち未視聴の番組のみが提示される。また、特許文献２の技術に
おいては、再生中の番組と類似の番組（例えば、同一番組名の番組など）を、ユーザの視
聴履歴と無関係に選択して提示される。従来技術のように、未視聴の番組（コンテンツ）
のみか、または視聴（配信）履歴に関係なく、コンテンツを提示すると以下のような問題
が生じる。
【０００９】
　例えば、現在視聴中のコンテンツと関連する未視聴のコンテンツは、それらはあるコン
テンツの視聴時における未視聴のコンテンツに過ぎない。よって未視聴のコンテンツのみ
を提示した場合、ユーザにとって実際に興味のあるコンテンツが、提示されたコンテンツ
に含まれていない可能性がある。また例えば、視聴履歴と無関係に再生中のコンテンツと
類似のコンテンツを提示した場合、再生中の番組と類似のコンテンツのすべてが提示され
る。このため、ユーザは、提示されたコンテンツが視聴済または未視聴であるかが分から
ないので、興味のあるコンテンツを容易に把握することができない。したがって従来技術
では、ユーザは、ユーザにとって興味のあるコンテンツを容易に選択することが困難であ
り、依然として興味のあるコンテンツを見逃すおそれがある。
【００１０】
　そして、特許文献３の技術では、送受信末端がコンテンツの視聴履歴を記憶しているの
で、サーバ側に格納されているコンテンツに変更などが生じた場合に、上記視聴履歴が最
新の内容ではない状態が起こり得る。
【００１１】
　また、以上において、コンテンツ配信サービスを例にして問題点を挙げたが、上述のイ
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ンターネットショッピングに関するサービスにも同様の問題点が予想される。
【００１２】
　本発明は、上記課題を解決するためになされたものであり、その目的は、ユーザにとっ
て興味のあるサービス内容（コンテンツまたは商品情報）に関する情報をユーザにとって
より利用し易く提示する、サービス情報配信サーバを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　上記課題を解決するために、本発明のサービス情報配信サーバは、
　サービス内容を表す複数のサービス情報のうちのいずれかをサービス情報表示装置に配
信するサービス情報配信サーバであって、
　上記複数のサービス情報のうちいずれかを個別に表す複数のサービス情報のそれぞれを
、当該サービス情報によって表される上記サービス内容の利用履歴を表す利用履歴情報と
個別に関連付け、かつ上記複数のサービス情報を、サービス内容のカテゴリを表すカテゴ
リ情報に基づいて分類して管理する情報管理手段と、
　上記利用履歴情報に関連付けて分類および管理される複数のサービス情報またはカテゴ
リ情報の中から、特定のサービス情報またはカテゴリ情報を選択する情報選択手段と、
　上記選択されたサービス情報またはカテゴリ情報と、当該サービス情報またはカテゴリ
情報と個別に関連付けられた上記利用履歴情報とを、上記サービス情報表示装置に送信す
る送信手段とを備えている。
【００１４】
　上記構成によれば、サービス情報配信サーバは、ユーザが選択したサービス内容に関す
るサービス情報と同じカテゴリに属する（関連性のある）サービス情報のすべてに、サー
ビス内容の利用済または未利用の情報を付加して、ユーザに提供することができるか、ま
たはサービス情報配信サーバは、同じカテゴリに属するサービス内容のうちのすでに利用
されたサービス内容の比率または数をユーザに対してさらに提供できる。これによって、
サービス情報配信サーバは、ユーザが要求したサービス内容と類似のサービス内容に関す
る情報を、ユーザがサービス内容を選ぶ基準として、より利用し易く提示できるという効
果を奏する。また、これによって、サービス情報配信サーバは、ユーザがサービス内容を
選ぶ基準として、ユーザが要求したサービス内容と類似のサービス内容に関するより詳細
な情報を提示できるという効果を奏する。
【００１５】
　上記課題を解決するために、本発明のサービス情報表示装置は、
　サービス情報配信サーバから配信されるサービス内容を表示するサービス情報表示装置
であって、
　上記サービス内容を表すサービス情報、または当該サービス情報が属するカテゴリを表
すカテゴリ情報を選択する選択指示を上記サービス情報配信サーバに送信する送信手段と
、
　上記サービス情報配信サーバから送信されたサービス情報またはカテゴリ情報と、当該
サービス情報またはカテゴリ情報と個別に関連付けられた上記利用履歴情報とを、受信す
る受信手段と、
　上記サービス情報またはカテゴリ情報と、当該サービス情報またはカテゴリ情報と個別
に関連付けられた上記利用履歴情報とを、表示する表示手段とを備えている。
【００１６】
　上記構成によれば、本発明に係るサービス情報配信サーバと同様の効果を奏する。
【００１７】
　上記課題を解決するために、本発明のサービス情報配信システムは、上記サービス情報
配信サーバおよび上記サービス情報表示装置を備えている。
【００１８】
　上記構成によれば、本発明に係るサービス情報配信サーバと同様の効果を奏する。
【００１９】
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　上記課題を解決するために、本発明のサービス情報配信方法は、
　複数のサービス内容のうちいずれかをサービス情報表示装置に配信するサービス情報配
信サーバを用いたサービス情報配信方法であって、
　上記複数のサービス内容のうちいずれかを個別に表す複数のサービス情報のそれぞれを
、当該サービス情報によって表される上記サービス内容の利用履歴を表す利用履歴情報と
個別に関連付け、かつ上記複数のサービス情報を、サービス内容のカテゴリを表すカテゴ
リ情報に基づいて分類して管理する情報管理ステップと、
　上記サービス情報表示装置から送信されたサービス情報またはカテゴリ情報を特定する
選択指示を受信する受信ステップと、
　上記利用履歴情報に関連付けて分類および管理される複数のサービス情報またはカテゴ
リ情報の中から、上記送信された選択指示によって特定されるサービス情報またはカテゴ
リ情報を選択する情報選択ステップと、
　上記選択されたサービス情報またはカテゴリ情報と、当該サービス情報またはカテゴリ
情報と個別に関連付けられた上記利用履歴情報とを、上記サービス情報表示装置に送信す
る送信ステップとを包含している。
【００２０】
　上記構成によれば、本発明に係るサービス情報配信サーバと同様の効果を奏する。
【００２１】
　また、本発明のサービス情報配信サーバは、
　上記カテゴリごとに、当該カテゴリに属するサービス内容の総数に対する、利用済のサ
ービス情報の数の比率を算出することによって、当該比率を表す比率情報を生成する利用
済比率算出手段をさらに備え、
　上記情報選択手段によって特定されるカテゴリを表すカテゴリ情報に上記比率情報を関
連付けて上記サービス情報表示装置に送信することが好ましい。
【００２２】
　また、本発明のサービス情報配信サーバは、
　上記送信手段が、上記サービス情報選択指示によって特定されるカテゴリと同じカテゴ
リに属する上記サービス情報の総数を表す総数情報と、当該サービス情報と関連付けられ
た上記サービス情報表示装置に対して配信済みを表す情報の数を表す配信済数情報とを、
上記サービス情報表示装置に送信することが好ましい。
【００２３】
　上記構成によれば、サービス情報配信サーバは、同じカテゴリに属するサービス内容の
うちのすでに利用されたサービス内容の比率または数をユーザに対してさらに提供できる
。これによって、サービス情報配信サーバは、ユーザがサービス内容を選ぶ基準として、
ユーザが要求したサービス内容と類似のサービス内容に関するより詳細な情報を提示でき
るという効果を奏する。
【００２４】
　また、本発明のサービス情報配信サーバは、
　上記情報選択手段が、最も高い比率を表す利用履歴情報と関連付けられているカテゴリ
情報を選択することが好ましい。
【００２５】
　上記構成によれば、ユーザが高頻度に利用しているサービスを優先して、提供すること
ができるという効果を奏する。
【００２６】
　また、本発明のサービス情報配信サーバにおいて、
　上記情報管理手段は、上記複数のサービス情報を、当該複数のサービス情報のいずれか
によって個別に表される上記サービス内容のカテゴリを表すカテゴリ情報に基づいてさら
に分類して管理し、
　上記サービス情報選択手段は、上記情報管理手段によって同じカテゴリに分類された複
数のサービス情報を選択することが好ましい。
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【００２７】
　さらに、本発明のサービス情報配信サーバにおいて、上記カテゴリ情報は、上記サービ
ス内容のシリーズを表す情報、または上記サービス内容の制作スタッフもしくは出演者を
表す情報であることが好ましい。
【００２８】
　上記構成によれば、サービス情報配信サーバは、複数のサービス情報を上記のいずれか
の基準によって分類することができる。したがって、よりユーザの興味に合わせたサービ
ス内容に関する情報をユーザに提供することができる。
【００２９】
　また、本発明のサービス情報配信サーバにおいて、
　上記送信手段が、上記比率が規定の基準値に達した場合に、当該基準値に応じた特典情
報を上記サービス情報表示装置にさらに送信すること、または上記利用済みであることを
表す情報の数が規定の基準値に達した場合に、当該基準値に応じた特典情報を上記サービ
ス情報表示装置に送信することが好ましい。
【００３０】
　また、本発明のサービス情報配信サーバにおいて、
上記送信手段は、上記利用済みであることを表す情報の数が規定の基準値に達した場合に
、当該基準値に応じた特典情報を上記サービス情報表示装置に送信することが好ましい。
【００３１】
　上記構成によれば、サービス情報配信サーバは、ユーザによるサーバの利用率に応じて
、種々の特典をユーザに提供できる。これによって、サービス情報配信サーバのユーザに
よる利用率をさらに向上できるという効果を奏する。
【００３２】
　また、本発明のサービス情報配信サーバは、
　上記カテゴリごとに、当該カテゴリに属する複数のサービス情報の総数に対する、当該
サービス情報と関連付けられた上記サービス情報表示装置によって利用済みを表す情報の
数の比率を算出することによって、当該比率を表す比率情報を生成する利用済比率算出手
段をさらに備え、
　上記送信手段が、上記カテゴリごとの上記比率情報を、所定の数のカテゴリについて当
該カテゴリを表すカテゴリ情報に関連付けて上記サービス情報表示装置にさらに送信する
ことが好ましい。
【００３３】
　上記構成によれば、サービス情報配信サーバは、ユーザにとって関心のあるカテゴリに
属するサービス内容の情報を特定のカテゴリに限らずにユーザに提供できる。
【００３４】
　また、本発明のサービス情報配信サーバにおいて、
　上記送信手段が、上記カテゴリごとの上記比率情報を、当該比率情報によって表される
上記比率の順位にさらに関連付けて送信することが好ましい。
【００３５】
　上記構成によれば、サービス情報配信サーバは、ユーザにとって関心のあるカテゴリに
属するサービス内容の情報により詳細な情報を付加して、ユーザに提供できる。
【００３６】
　なお、上記サービス情報配信サーバは、コンピュータによって実現してもよい。この場
合、コンピュータを上記各手段として動作させることにより上記サービス情報配信サーバ
をコンピュータにおいて実現するサービス情報配信プログラム、かつそのサービス情報配
信プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体も、本発明の範疇に入る。
【発明の効果】
【００３７】
　以上のように、本発明に係るサービス情報配信サーバは、ユーザにとって利用し易いサ
ービス内容に関する情報を提供できるという効果を奏する。
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【図面の簡単な説明】
【００３８】
【図１】本発明の第１の実施形態に係るコンテンツ配信システムの構成を示すブロック図
である。
【図２】本発明に係るコンテンツ配信システムにおける、コンテンツ受信装置とネットワ
ークとの接続状態を示す模式図である。
【図３】本発明の第１の実施形態に係るコンテンツ配信システムの構成を示す模式図であ
る。
【図４】本発明の第１の実施形態に係るコンテンツ配信サーバによる処理の一例を示すフ
ローチャートである。
【図５】本発明の第１の実施形態に係るコンテンツ再生装置による処理の一例を示すフロ
ーチャートである。
【図６】本発明の第１の実施形態に係るコンテンツ配信サーバに保存されている、コンテ
ンツ情報の記録例を示す図である。
【図７】（ａ）は、本発明の第１の実施形態に係るコンテンツ再生装置における、コンテ
ンツ情報の表示例を示す図であり、（ｂ）は、本発明に係るコンテンツ再生装置における
、コンテンツ情報の他の表示例を示す図であり、（ｃ）は、本発明に係るコンテンツ再生
装置における、コンテンツ情報のさらに他の表示例を示す図である。
【図８】本発明の第１の実施形態に係るコンテンツ配信サーバに保存されている、コンテ
ンツ情報の分類様式の例を示す図である。
【図９】本発明の第１の実施形態に係る商品情報配信システムの構成を示すブロック図で
ある。
【図１０】本発明の第１の実施形態に係る商品情報配信システムの構成を示す模式図であ
る。
【図１１】本発明の第１の実施形態に係る商品情報配信サーバによる処理の一例を示すフ
ローチャートである。
【図１２】本発明の第１の実施形態に係る商品情報表示装置による処理の一例を示すフロ
ーチャートである。
【図１３】本発明の第２の実施形態に係るコンテンツ配信システムの構成を示すブロック
図である。
【図１４】本発明の第２の実施形態に係るコンテンツ配信サーバによる処理の応用例を示
すフローチャートである。
【図１５】本発明の第２の実施形態に係るコンテンツ再生装置による処理の応用例を示す
フローチャートである。
【図１６】本発明の第２の実施形態に係るコンテンツ配信サーバに保存されている、コン
テンツ情報と関連付けられている情報の記録例を示す図である。
【図１７】（ａ）は、本発明の第２の実施形態に係るコンテンツ再生装置における、コン
プリート進捗率を伴う場合のコンテンツ情報の表示例を示す図であり、（ｂ）は、本発明
の第２の実施形態に係るコンテンツ再生装置における、コンプリート進捗率を伴う場合の
コンテンツ情報の他の表示例を示す図である。
【図１８】本発明の第２の実施形態に係るコンテンツ配信サーバによる処理の応用例を示
すフローチャートである。
【図１９】本発明の第２の実施形態に係るコンテンツ再生装置による処理の応用例を示す
フローチャートである。
【図２０】本発明の第２の実施形態に係るコンテンツ配信システムの他の構成を示すブロ
ック図である。
【図２１】本発明の第２の実施形態に係るコンテンツ配信サーバによる処理の応用例を示
すフローチャートである。
【図２２】本発明の第２の実施形態に係るコンテンツ再生装置による処理の応用例を示す
フローチャートである。
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【図２３】図２１における特典提供の処理の詳細を示すフローチャートである。
【図２４】図２２における特典提供の処理の詳細を示すフローチャートである。
【図２５】本発明の第２の実施形態に係るコンテンツ配信サーバに保存されている、コン
テンツ情報と関連付けられている特典サイト情報の記録例を示す図である。
【図２６】（ａ）は、本発明の第２の実施形態に係るコンテンツ再生装置における、特典
サイト情報を伴う場合のコンテンツ情報の表示例を示す図であり、（ｂ）は、本発明の第
２の実施形態に係るコンテンツ再生装置における、特典サイト情報を伴う場合のコンテン
ツ情報の他の表示例を示す図である。
【図２７】本発明の第２の実施形態に係るコンテンツ配信サーバによる処理の他の応用例
を示すフローチャートである。
【図２８】本発明の第２の実施形態に係るコンテンツ再生装置による処理の他の応用例を
示すフローチャートである。
【図２９】本発明の第２の実施形態に係るコンテンツ配信システムの応用例の構成を示す
ブロック図である。
【図３０】本発明の第２の実施形態に係るコンテンツ配信サーバによる処理の他の応用例
を示すフローチャートである。
【図３１】本発明の第２の実施形態に係るコンテンツ再生装置による処理の他の応用例を
示すフローチャートである。
【図３２】本発明の第２の実施形態に係るコンテンツ再生装置における、コンテンツ情報
の他の表示例を示す図である。
【図３３】本発明の第２の実施形態に係るコンテンツ配信サーバによる処理の他の応用例
を示すフローチャートである。
【図３４】本発明の第２の実施形態に係るコンテンツ再生装置による処理の他の応用例を
示すフローチャートである。
【図３５】本発明の第２の実施形態に係るコンテンツ再生装置における、コンテンツ情報
の他の表示例を示す図である。
【図３６】本発明の第２の実施形態に係るコンテンツ配信システムの変形例の構成を示す
ブロック図である。
【図３７】本発明の第２の実施形態に係るコンテンツ再生装置による処理の変形例を示す
フローチャートである。
【図３８】本発明の第３の実施形態に係るコンテンツ配信システムの構成を示すブロック
図である。
【図３９】本発明の第３の実施形態に係るコンテンツ配信サーバによる処理を示すフロー
チャートである。
【図４０】本発明の第３の実施形態に係るコンテンツ再生装置による処理を示すフローチ
ャートである。
【図４１】本発明の第３の実施形態に係るコンテンツ再生装置における、コンテンツ情報
の他の表示例を示す図である。
【図４２】本発明の第３の実施形態に係るコンテンツ配信システムの他の構成を示すブロ
ック図である。
【図４３】本発明の第３の実施形態に係るコンテンツ配信サーバによる処理の応用例を示
すフローチャートである。
【図４４】本発明の第３の実施形態に係るコンテンツ再生装置による処理の応用例を示す
フローチャートである。
【図４５】図４３における特典提供の処理の詳細を示すフローチャートである。
【図４６】図４４における特典提供の処理の詳細を示すフローチャートである。
【図４７】（ａ）は、本発明の第３の実施形態に係るコンテンツ再生装置における、コン
テンツ情報の表示例を示す図であり、（ｂ）は、本発明の第３の実施形態に係るコンテン
ツ再生装置における、他の表示例を示す図である。
【図４８】本発明の第２の実施形態に係るコンテンツ再生装置における、コンテンツ情報
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の表示例を示す図である。
【図４９】本発明の第４の実施形態に係るコンテンツ配信システムの構成を示すブロック
図である。
【図５０】本発明の第４の実施形態に係るコンテンツ配信サーバの処理の詳細を示すフロ
ーチャートである。
【図５１】本発明の第４の実施形態に係るコンテンツ再生装置の処理を示すフローチャー
トである。
【図５２】本発明の第４の実施形態に係るコンテンツ再生装置における、カテゴリ情報の
表示例を示す図である。
【図５３】本発明の第４の実施形態に係るコンテンツ配信サーバの処理の変形例の詳細を
示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００３９】
　〔実施形態１〕
　本発明に係る第１の実施形態について、図１～図１２を参照して以下に説明する。本実
施形態において、ＩＰＴＶを利用したＶｏＤ（Ｖｉｄｅｏ　ｏｎ　Ｄｅｍａｎｄ）の配信
形式を採用したコンテンツ配信システムの例を挙げて説明する。
【００４０】
　（コンテンツ配信システム１の構成）
　本実施形態に係るコンテンツ配信システムについて図１および図２を参照して以下に説
明する。図１は、本発明の一実施形態に係るコンテンツ配信システム（サービス情報配信
システム）１の要部構成を示すブロック図である。図２は、本発明の一実施形態に係るコ
ンテンツ配信システム１の構成を示す概略図である。図２に示されるように、コンテンツ
配信システム１は、コンテンツ配信サーバ（サービス情報配信サーバ）１００およびＮ台
（Ｎは２以上の整数）のコンテンツ再生装置（サービス情報表示装置）２００、３００、
４００・・・Ｎ００を含んでいる。また、両者はＩＰネットワーク１０を介して互いに接
続されており、一般的なパケット通信によってデータおよび情報をやり取りする。コンテ
ンツ配信サーバ１００には、各種のコンテンツが格納されている。コンテンツ配信サーバ
１００およびＮ台のコンテンツ再生装置２００、３００、４００・・・Ｎ００のそれぞれ
は、固有のＩＰアドレスを有している。すなわち、コンテンツ配信システム１は、コンテ
ンツ配信契約を結んでいるコンテンツ再生装置からコンテンツ配信指示があるたびに、配
信指示を送信したコンテンツ再生装置にのみ、要求されたコンテンツをユニキャスト送信
する、ＶｏＤ（Ｖｉｄｅｏ　ｏｎ　Ｄｅｍａｎｄ）システムによって構成されている。ま
た、コンテンツ再生装置２００は、入力装置２５０に接続されている。
【００４１】
　（コンテンツ配信サーバ１００）
　図１に示すように、コンテンツ配信サーバ１００は、コンテンツ情報記憶部１１１、情
報選択部（選択手段）１１２、入力処理部１１３、配信履歴情報管理部１１４、コンテン
ツ取得部１１５、コンテンツデータベース１１６、ネットワーク通信部１１７（受信手段
および送信手段）、および情報管理部（情報管理手段）１１８を備えている。
【００４２】
　コンテンツ情報記憶部１１１およびコンテンツデータベース１１６は、ＲＡＭ（Ｒａｎ
ｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）
、フラッシュメモリなど、またはこれらの組み合わせによって構成される。なお、上述し
たＲＡＭなどにおけるコンテンツ情報記憶部１１１として使用される領域以外には、コン
テンツ配信サーバ１００の一般的な制御用の各種データや制御プログラムなどが保存され
ている。コンテンツデータベース１１６は、例えば、ＨＤＤ（Ｈａｒｄ　Ｄｉｓｋ　Ｄｒ
ｉｖｅ）によって構成されるが、大容量のデータを保存できるデバイスであればこれに限
定されない。これら以外の各部材の詳細については後述する。
【００４３】
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　（コンテンツ再生装置２００）
　図１に示されるように、コンテンツ再生装置２００は、コンテンツデータ記憶部２１１
、ネットワーク通信部２１２（サービス情報表示装置側の受信手段および送信手段）、入
力処理部２１３、画像データ表示部（表示手段）２１４および音声データ再生部２１５を
備えている。各部材の詳細については後述する。
【００４４】
　コンテンツ再生装置２００は、図３に示されているような屋内に設置されたテレビなど
である。この場合に、テレビは、ＳＴＢ（Ｓｅｔ　Ｔｏｐ　Ｂｏｘ）１２、ＨＧＷ（Ｈｏ
ｍｅ　Ｇａｔｅ　Ｗａｙ）１１を介してＩＰネットワーク１０に接続されている。リモコ
ン（入力装置２５０）を操作して、ユーザは、画面（画像データ表示部２１４）に表示さ
れている情報などを確認して、コンテンツ再生装置２００に種々の指示（コンテンツ選択
指示またはコンテンツ配信指示など）を入力する。ユーザからの指示に従って、テレビは
、ＳＴＢ１２、ＨＧＷ１１およびＩＰネットワーク１０を介して、コンテンツ配信サーバ
１００にユーザからの指示を送信する。コンテンツ配信サーバ１００は、当該指示に従っ
てコンテンツ情報またはコンテンツなどをテレビに配信する。テレビは、コンテンツ配信
サーバ１００から配信された情報またはコンテンツを画面に表示し、図示しないスピーカ
（音声データ再生部２１５）からコンテンツの音声または各種音声を再生する。ユーザは
、画面に表示された情報を確認したり、コンテンツを視聴したりする。
【００４５】
　画像データ表示部２１４は、例えば、フラットパネルディスプレー（ＦＰＤ）などによ
って構成される。コンテンツデータ記憶部２１１は、制御用データ、制御プログラム、お
よびコンテンツなど各種情報を記憶する。コンテンツデータ記憶部２１１としては、例え
ば、ＲＡＭ、ＲＯＭ、フラッシュメモリなど、またはこれらの組合せが挙げられる。
【００４６】
　（コンテンツ配信システム１の概要）
　コンテンツ配信システム１において、コンテンツ配信サーバ１００は、コンテンツ再生
装置２００からのコンテンツ選択指示（情報選択指示）に応じて、コンテンツ選択指示に
よって選択されたコンテンツを表すコンテンツ情報（サービス情報）、ならびに当該コン
テンツ情報と同じカテゴリに属する他のコンテンツ情報と、当該コンテンツ情報および当
該他のコンテンツ情報のそれぞれと関連付けられた複数の配信履歴（利用履歴）とを、上
記コンテンツ再生装置２００に送信する。つまり、上記コンテンツ配信サーバ１００は、
ユーザが選択したコンテンツと同じカテゴリに属する（関連性のある）コンテンツ情報の
すべてに、当該コンテンツの配信済または未配信の情報を付加して、ユーザに提供するこ
とができる。
【００４７】
　（コンテンツ情報配信処理の詳細）
　コンテンツ配信システム１におけるコンテンツ情報配信処理について図４および図５を
参照して以下に説明する。図４は、コンテンツ配信サーバ１００が、コンテンツに関する
情報を送信する際の処理の流れを示すフローチャートである。図５は、コンテンツ再生装
置２００が、コンテンツ配信サーバ１００からのコンテンツに関する情報を表示する際の
処置の流れを示すフローチャートである。
【００４８】
　（コンテンツ配信サーバ１００の処理の詳細）
　図４に示すように、ネットワーク通信部１１７は、コンテンツ再生装置２００からの指
示を受信すると（ＹＥＳ）、当該指示を入力処理部１１３に出力する（Ｓ１１０１）。コ
ンテンツ再生装置２００からの指示が未受信の場合（ＮＯ）、ネットワーク通信部１１７
は待機状態を続ける。入力処理部１１３は、指示を受けるとその指示内容を特定する（Ｓ
１１０２）。指示がコンテンツ選択指示である場合（ＹＥＳ）、入力処理部１１３は、コ
ンテンツ選択指示を情報選択部１１２に出力する。指示がコンテンツ選択指示ではない場
合（ＮＯ）の処理については、後述する。
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【００４９】
　情報選択部１１２は、コンテンツ選択指示に基づいて、当該コンテンツ選択指示を送信
したコンテンツ再生装置２００を特定する（Ｓ１１０３）。なお、当該コンテンツ選択指
示にはコンテンツ再生装置２００を特定するＩＤなどの情報が含まれている。
【００５０】
　そして、情報選択部１１２は、特定したコンテンツ再生装置２００と対応する、コンテ
ンツ情報の一覧表をコンテンツ情報記憶部１１１から取得し、選択されたコンテンツのコ
ンテンツ情報を特定する（Ｓ１１０４）。ここで、コンテンツ選択指示にはタイトルなど
のコンテンツを表すコンテンツ情報が含まれている。そして、コンテンツ情報記憶部１１
１には、図６に示すような、コンテンツ情報であるタイトルを含む一覧表が格納されてい
る。したがって、情報選択部１１２は、コンテンツ選択指示に含まれるタイトルに基づい
て、選択されたコンテンツのタイトルを特定する。ここでは、図６の「結末」（記号：１
－Ｄまたは２－Ａ）が選択されている場合について説明する。なお、上記のような一覧表
の作成の詳細については後述する。
【００５１】
　情報選択部１１２は、分類記号１－Ｄの「結末」と同じカテゴリに属する複数のタイト
ル（「発端」、「進展」、「転回」および「結末」）、当該カテゴリのカテゴリ情報であ
るカテゴリ名（ＡＡ主演映画）、および当該複数のタイトルと関連付けられた配信履歴情
報を取得する（Ｓ１１０５）。配信履歴情報は、タイトルが表すコンテンツがこれまでに
コンテンツ再生装置２００に未配信または配信済であるかを表す情報である。
【００５２】
　ここでは、分類記号１－Ｄの「結末」が選択されたものとして処理されている。しかし
、上述のように、選択されたコンテンツのタイトルが複数のカテゴリに属する場合、コン
テンツ配信サーバ１００の管理者があらかじめ設定した基準に基づいて、情報選択部１１
２は、選択されたコンテンツのタイトルが属するカテゴリを選択する。例えば、選択され
たコンテンツのタイトルが複数のカテゴリに属する場合、無条件に当該複数のカテゴリが
選択される。また、例えば、上記複数のカテゴリに配信済のコンテンツのタイトルがある
場合、最も配信日の古いタイトルを含むカテゴリに属するタイトルを取得する。また、例
えば、最も配信済のタイトルの比率が高いカテゴリを選択する。
【００５３】
　Ｓ１１０５の後、情報選択部１１２は、取得した複数のタイトル、カテゴリ名および配
信履歴情報をネットワーク通信部１１７に出力する。そして、ネットワーク通信部１１７
は、複数のタイトル、カテゴリ名および配信履歴情報をコンテンツ再生装置２００に送信
する（Ｓ１１０６）。この後、コンテンツ再生装置２００からの新たな指示を受信するま
で、コンテンツ配信サーバ１００は待機状態を続ける。
【００５４】
　つぎに、ネットワーク通信部１１７は、コンテンツ再生装置２００からの指示を受信す
ると（ＹＥＳ）、当該指示を入力処理部１１３に出力する（Ｓ１１０７）。コンテンツ再
生装置２００からの指示が未受信の場合（ＮＯ）、ネットワーク通信部１１７は待機状態
を続ける。入力処理部１１３は、指示を受けるとその指示内容を特定する（Ｓ１１０８）
。なお、上述のＳ１１０２において、指示がコンテンツ選択指示ではない場合（ＮＯ）も
、Ｓ１１０８において指示がコンテンツ配信指示であるか否かが判定される。
【００５５】
　指示がコンテンツ配信指示ではない場合（ＮＯ）、入力処理部１１３は図示しない制御
部に他の処理の実行を指示する。上記制御部によって他の処理が実行された（Ｓ１１１１
）後に、処理が終了する。一方で、指示がコンテンツ配信指示である場合（ＹＥＳ）、入
力処理部１１３は、コンテンツ配信指示をコンテンツ取得部１１５に出力する。コンテン
ツ取得部１１５は、コンテンツ配信指示に基づいて、コンテンツデータベース１１６から
配信要求されたコンテンツを取得する。コンテンツ取得部１１５は、取得したコンテンツ
をネットワーク通信部１１７に出力する。ネットワーク通信部１１７は、コンテンツ配信
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指示を送信したコンテンツ再生装置２００に当該コンテンツを配信する（Ｓ１１０９）。
【００５６】
　さらに、ネットワーク通信部１１７は、配信先のコンテンツ再生装置２００の情報、配
信したコンテンツのタイトル、当該コンテンツが配信済であることを表す情報を配信履歴
情報管理部１１４に出力する。配信履歴情報管理部１１４は、配信先のコンテンツ再生装
置２００の情報に基づいて、図６のようなコンテンツ情報の一覧表をコンテンツ情報記憶
部１１１から取得する。配信履歴情報管理部１１４は、入力されたタイトルと関連付けら
れている配信履歴情報を「配信済」に変更し、かつ配信日を付加する。配信履歴情報管理
部１１４は、コンテンツ情報記憶部１１１に記憶されている一覧表に、変更した一覧表を
上書きする（Ｓ１１１０）。
【００５７】
　（コンテンツ再生装置２００の処理の詳細）
　図５に示すように、入力装置２５０であるリモコンからコンテンツ選択指示を受けると
、入力処理部２１３は、ネットワーク通信部２１２にコンテンツ選択指示の送信指示を出
力する。ネットワーク通信部２１２は、コンテンツ配信サーバ１００に図６のタイトル「
結末」を選択するコンテンツ選択指示を送信する（Ｓ２１０１）。この後、コンテンツ配
信サーバ１００からデータが送信されるまで待機状態を続ける。なお、コンテンツ配信サ
ーバ１００に格納されている全コンテンツのタイトルがあらかじめ一覧表として、コンテ
ンツ再生装置２００に配信されている。従って、コンテンツ選択指示は、画像データ表示
部２１４に表示されたこの一覧表を確認して、ユーザが入力装置２５０に入力している。
【００５８】
　ネットワーク通信部２１２は、コンテンツ配信サーバ１００からのデータの送信の有無
を検出する（Ｓ２１０２）。選択したコンテンツのタイトルと同じカテゴリに属するタイ
トル、カテゴリ名および配信履歴情報がコンテンツ配信サーバ１００から送信されると（
ＹＥＳ）、ネットワーク通信部２１２は、これらのデータを入力処理部２１３に出力する
。入力処理部２１３は、これらのデータの表示指示を画像データ表示部２１４に出力する
。コンテンツ配信サーバ１００からデータが未送信の場合（ＮＯ）、待機状態を続ける。
【００５９】
　画像データ表示部２１４は、複数のコンテンツを表すタイトル、カテゴリ名および配信
履歴情報をそれぞれ関連付けて、図７（ａ）のように表示する（Ｓ２１０３）。図７（ａ
）は、コンテンツ再生装置２００が、選択されたコンテンツ「結末」と同じ主演者の映画
のタイトルおよび配信履歴情報を表示する例を示す。なお、上述のように、図６のタイト
ル「結末」はカテゴリ２にも属しているので、コンテンツ配信サーバ１００からカテゴリ
２に属するタイトルとその配信履歴情報が配信された場合、図７（ｂ）のように同じ監督
の映画のタイトルおよびその配信履歴情報が表示される。また、コンテンツ配信サーバ１
００からカテゴリ１および２に属するタイトルとその関連情報が配信された場合、画像デ
ータ表示部２１４は、図７（ａ）および（ｂ）を合わせたような表示をすればよい。上述
のような表示によって、ユーザは同じカテゴリに属するコンテンツを配信履歴と併せて確
認できる。この後、ユーザから入力装置２５０を介して指示があるまで待機状態を続ける
。
【００６０】
　入力処理部２１３は、入力装置２５０から入力を受けて、コンテンツの配信指示か否か
を判定する（Ｓ２１０４）。入力がコンテンツ配信指示ではない場合（ＮＯ）、他の処理
に関する指示をコンテンツ配信サーバ１００に送信して（Ｓ２１０９）、処理を終了する
。
【００６１】
　入力がコンテンツ配信指示である場合（ＹＥＳ）、ネットワーク通信部１１７からコン
テンツの配信指示をコンテンツ配信サーバ１００に送信する（Ｓ２１０５）。その後、コ
ンテンツ配信サーバ１００から配信要求したコンテンツのコンテンツを受信する（Ｓ２１
０６）。入力処理部２１３は、入力装置２５０から入力を受けて、コンテンツの再生指示
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か否かを判定する（Ｓ２１０７）。入力処理部２１３は、コンテンツを再生しない指示を
受けると（ＮＯ）、配信されたコンテンツをコンテンツデータ記憶部２１１に格納して、
処理を終了する。
【００６２】
　入力処理部２１３は、コンテンツを再生する指示を受けると（ＹＥＳ）、画像データ表
示部２１４および音声データ再生部２１５に画像の表示および音声の再生を指示する。画
像データ表示部２１４および音声データ再生部２１５によって画像の表示および音声の再
生が行われる（Ｓ２１０８）。
【００６３】
　（本実施形態の作用・効果）
　以上のように、コンテンツ配信システム１において、コンテンツ配信サーバ１００は、
選択されたコンテンツのタイトル（コンテンツ情報）と同じカテゴリに属するタイトルと
、当該タイトルと関連付けられた配信履歴情報とを、コンテンツ再生装置２００に送信す
る。したがって、ユーザは、選択したコンテンツと関連する複数のコンテンツがあること
、および当該複数のコンテンツのうちどれだけが配信済であるのかを、すぐに判断するこ
とができる。例えば、ユーザにとって興味がある視聴済のコンテンツの情報が提供された
場合、ユーザが当該コンテンツの内容を思い出して、再度の視聴を要求することがあり得
る。
【００６４】
　このように、本実施形態によれば、ユーザの興味に合わせたコンテンツに関する情報を
より詳細かつ適切に提供して、コンテンツ配信システム１の利便性および利用頻度を向上
させることができる。また、コンテンツ配信サーバ１００の管理者にとっては、利用頻度
の向上に伴い、利益の向上に繋がる。
【００６５】
　（第１の実施形態の変形例）
　本発明に係る第１の実施形態の変形例について、図９～図１２を参照して以下に説明す
る。本実施形態において、インターネット回線を利用した商品購入システムの例を挙げて
説明する。図９および図１０において、図１および図２と同じ番号で、その末尾に「’」
が付された構成は、類似の構成を意味している。図１１および図１２において、図４およ
び図５と同じ番号で、その末尾に「’」が付された処理は、類似の処理を意味している。
よって、図１～図１２に関する記載を参照すればよいため、類似または同一の構成および
処理の詳細を繰返して説明しない。
【００６６】
　（商品購入システム１’の構成）
　本実施形態に係る商品購入システムについて図９および１０を参照して以下に説明する
。図９は、本発明の一実施形態に係る商品購入システム（サービス情報配信システム）１
’の要部構成を示すブロック図である。図１０は、本発明の一実施形態に係る商品購入シ
ステム１’の構成を示す概略図である。図９および１０に示すように、商品購入システム
１’は、互いにネットワーク１０を介して接続されている、商品情報配信サーバ（サービ
ス情報配信サーバ）１００’および商品情報表示装置（サービス情報表示装置）２００’
を備えている。ネットワーク１０には、受注装置３００がさらに接続されている。また、
商品情報表示装置２００’は、入力装置２５０に接続されている。このネットワーク１０
は、通常のインターネット回線を利用したネットワークなどである。すなわち、商品購入
システム１’は、入力装置２５０を介して商品情報表示装置２００’を操作して、商品情
報配信サーバ１００’から各種の商品に関する情報を取得し、その情報を参照して所望の
商品を受注装置３００に注文するためのシステムである。したがって、商品情報表示装置
２００’のパーソナルコンピュータ２１は、商品情報配信サーバ１００’のクライアント
マシンである。
【００６７】
　（商品情報配信サーバ１００’）
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　図９に示すように、商品情報配信サーバ１００’は、商品情報選択部１１２’、入力処
理部１１３、購入履歴情報管理部１１４’、発注部１１５’、データベース１１６’、ネ
ットワーク通信部１１７、および商品情報管理部１１８’を備えている。各部材の詳細に
ついては後述する。
【００６８】
　（商品情報表示装置２００’）
　図９に示すように、商品情報表示装置２００’は、互いに接続されている、パーソナル
コンピュータ２１およびディスプレイ２２を備えている。パーソナルコンピュータ２１は
、記憶部２１１’、ネットワーク通信部および入力処理部２１３を備えている。ディスプ
レイ２２は、画像データ表示部２１４および音声データ再生部２１５を備えている。ここ
では、商品情報表示装置２００’は、複数の装置の組合せからなっているが、上述のコン
テンツ再生装置２００のように一体型の構成であってもよい。各部材の詳細については後
述する。
【００６９】
　（商品購入システム１’の概要）
　商品購入システム１’において、商品情報配信サーバ１００’は、商品情報表示装置２
００’からの商品情報選択指示（情報選択指示）に応じて、商品情報選択指示によって選
択された商品の詳細を表す商品情報（サービス情報）、ならびに当該コンテンツ情報と同
じカテゴリに属する他の商品情報と、当該商品情報および当該他の商品情報のそれぞれと
個別に関連付けられた複数の購入履歴（利用履歴）とを、上記商品情報表示装置２００’
に送信する。つまり、上記商品情報配信サーバ１００’は、ユーザが選択した商品情報と
同じカテゴリに属する（関連性のある）商品情報のすべてに、商品の購入済または未購入
の情報を付加して、ユーザに提供することができる。
【００７０】
　（商品情報配信処理の詳細）
　商品情報配信システム１’における商品情報配信処理について図１１および図１２を参
照して以下に説明する。図１１は、商品情報配信サーバ１００’が、商品に関する情報を
送信する際の処理の流れを示すフローチャートである。図１２は、商品情報表示装置２０
０’が、商品情報配信サーバ１００’からの商品に関する情報を表示する際の処置の流れ
を示すフローチャートである。
【００７１】
　（商品情報配信サーバ１００’の処理の詳細）
　図１１に示すように、商品情報配信サーバ１００’における処理は、Ｓ１１０８’にお
ける処理を除いて、図４を参照したコンテンツ配信サーバ２００の処理と類似の処理であ
る。具体的には、以下の（１）～（４）が異なる類似の処理である。（１）指示の送信元
が、商品情報表示装置２００’であること。（２）Ｓ１１０１’において指示内容が商品
情報の選択指示である否かが判定されること。（３）送信する情報が商品名、商品名が属
するカテゴリ名および商品の購入履歴であること。（４）Ｓ１１０８’における指示内容
が商品購入指示であるか否かが判定されること。よって以下において、Ｓ１１０９’の処
理についてのみ、説明する。
【００７２】
　図１１に示すように、商品情報表示装置２００’から商品購入指示を受信すると、入力
処理部１１３は、商品購入指示を発注部１１５’に出力する。発注部１１５’は、商品購
入指示にしたがって、購入指示を受けた対象商品の詳細を表す商品情報をデータベース１
１６’から取得する。そして、発注部１１５’は取得した商品情報および商品購入指示を
ネットワーク通信部１１７に出力する。ネットワーク通信部１１７は、商品情報および商
品購入指示を受注装置３００に送信して、商品を発注する（Ｓ１１０９’）。
【００７３】
　ここで、上記商品購入指示は、ユーザが商品情報表示装置２００’に入力した商品名、
購入指示および購入する数量、ならびに商品情報表示装置２００’を特定するＩＤなどの
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情報を含んでいる。
【００７４】
　（商品情報表示装置２００’の処理の詳細）
　図１２に示すように、商品情報表示装置２００’における処理は、図５のＳ２１０１～
Ｓ２１０５と類似の処理であり、Ｓ２１０９と同一の処理である。具体的には、以下の（
１）～（４）が異なる類似または同一の処理である。（１）指示の送信先が商品情報配信
サーバであること。（２）Ｓ２１０１における指示の内容が商品の選択指示であること。
（３）受信して表示する情報が、商品名、カテゴリ名および購入履歴であること。（４）
Ｓ２１０５’において送信する指示が商品の購入指示であること。よって、ここでは特に
処理の詳細に関する説明を省略する。なお、Ｓ２１０５’の商品購入指示は、上述のよう
に、ユーザが入力した商品名、購入指示および購入する数量、ならびに商品情報表示装置
２００’を特定するＩＤなどの情報を含んでいる。
【００７５】
　（本変形例の作用・効果）
　以上のように、商品情報配信システム１’において、商品情報配信サーバ１００’は、
選択された商品名（サービス情報）と同じカテゴリに属する商品名と、当該商品名と関連
付けられた購入履歴情報とを、商品情報表示装置２００’に送信する。したがって、ユー
ザは、選択した商品と関連する複数の商品があること、および当該複数の商品のうちどれ
だけが購入済であるのかを、すぐに判断することができる。例えば、ユーザにとって興味
がある購入済の商品の情報が提供された場合、ユーザが当該商品の使用感のよさを思い出
して、再度の購入を要求することがあり得る。
【００７６】
　（コンテンツ配信サーバ１００における他の処理）
　（コンテンツ情報の管理方法の詳細）
　上述のようにコンテンツ情報記憶部１１１には、各コンテンツ再生装置に対応した、図
６に示されるような一覧表が格納されている。コンテンツ情報記憶部１１１は、図８に示
されるような一覧表のフォーマットを利用して、各コンテンツ再生装置２００、３００、
４００、・・・Ｎ００と対応付けられた、カテゴリ、分類記号、タイトルおよび配信履歴
などの情報を一覧表として格納している。
【００７７】
　コンテンツ再生装置２００と対応付けられた一覧表は、上述のように、図６に示される
一覧表である。図６に示されるように、カテゴリ１、２、３、４および６は、コンテンツ
再生装置２００に配信済のコンテンツを表すタイトルを含んでいる。そして、カテゴリ５
は、コンテンツ再生装置２００に配信済のコンテンツを表すタイトルを含んでいない。つ
まり、コンテンツ情報記憶部１１１は、図６のような一覧表として、コンテンツを表すタ
イトルをコンテンツの配信履歴情報と関連付けて記憶している。当該一覧表には、以下の
ようにして各情報が記録される。
【００７８】
　コンテンツデータベース１１６に格納されているコンテンツが増えると、情報管理部１
１８は、追加のコンテンツのタイトルを取得する。情報管理部１１８は、追加のコンテン
ツに含まれるか、または関連付けられているカテゴリ情報を取得して、上記タイトルをあ
るカテゴリに分類する。このとき、情報管理部１１８は、各タイトルに分類記号をさらに
付与してもよい。そして、情報管理部１１８は、配信履歴に関して「未配信」を付与して
一覧表に新たなコンテンツに関する情報を追加する。このように、情報管理部１１８は、
複数のコンテンツ情報のそれぞれに対して、当該複数のコンテンツ情報のいずれかが個別
に表すコンテンツの配信済または未配信を表す配信履歴情報を関連付けて管理する。
【００７９】
　例えば、図６の「結末」によって表されるコンテンツが追加された場合、当該コンテン
ツには、“ＡＡ主演映画”および“ＤＤ監督作品”のカテゴリ情報が含まれるか、または
関連付けられているので、「結末」はカテゴリ１およびカテゴリ２に分類される。つまり
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、タイトル「結末」は２つのカテゴリのそれぞれに登録される。情報管理部１１８は、コ
ンテンツに含まれるか、または関連付けられている情報からコンテンツの再生時間および
備考情報をさらに取得する。情報管理部１１８は、取得したこれらの情報に基づいて、同
じカテゴリ内における順序を決めて、分類記号を各タイトルに付与する。そして、情報管
理部１１８は、カテゴリ名、タイトルおよび未配信の配信履歴を関連付けた情報を用いて
、コンテンツ情報記憶部１１１の一覧表を更新する。
【００８０】
　コンテンツがコンテンツデータベース１１６から削除される場合には、情報管理部１１
８は、当該コンテンツに対応するタイトルを一覧表から削除し、必要に応じて分類記号を
再度、付与し直せばよい。
【００８１】
　図６において、６つカテゴリ（１：ＡＡ主演映画、２：ＤＤ監督映画、３：生命の科学
シリーズ、４：初歩の英語シリーズ、５：ＳＳ楽団演奏会、６：珍プレー集）が設定され
ている。ここでは、コンテンツデータベース１１６に格納されているコンテンツのタイト
ルのすべてがいずれかのカテゴリに属している。これらの６つのカテゴリに属し得ない（
カテゴリ情報が一致しない）コンテンツが追加された場合には、そのコンテンツのカテゴ
リ情報に基づいて新たなカテゴリを追加すればよい。したがって、この例に限らずカテゴ
リの数は、コンテンツデータベース１１６に保存されているコンテンツが有するカテゴリ
情報に依存して変わる。
【００８２】
　例えば、語学学習のコンテンツである英語、独語、仏語、および中国語の４つが１シリ
ーズとして制作されて、コンテンツデータベース１１６に保存されるとする。語学学習と
いうカテゴリを表すカテゴリ情報が、これらのコンテンツに含められるか、または関連付
けられることによって、情報管理部１１８はこれらのコンテンツを１つのカテゴリ「語学
情報」に分類可能である。以上のように、コンテンツをどのように分類するのかについて
は、コンテンツ配信サーバ１００の管理者が適宜変更可能である。
【００８３】
　（カテゴリ情報の例）
　カテゴリ情報は、例えば、コンテンツの内容および出演者などのカテゴリを表す情報で
ある。カテゴリ情報は、コンテンツ内に含まれるか、またはコンテンツの制作者またはコ
ンテンツ配信サーバ１００の管理者によってコンテンツに付与されている。カテゴリ情報
の例としては、出演者（例えば、主演者、助演者、男優、女優、講師、歌手、および楽団
など）、コンテンツの制作に関わったスタッフ（例えば、監督、カメラマン、作曲家、脚
本家、演出家、制作者、制作会社、およびスポンサー）、およびコンテンツの内容に共通
するシリーズ（例えば、テーマを定めた科学、歴史および語学などの教養シリーズ、スポ
ーツ特集、ならびに観光地の紹介など）などが挙げられる。また、カテゴリ情報の他の例
としては、コンテンツ配信サーバ１００に対するコンテンツの追加時期などが挙げられる
。
【００８４】
　（コンテンツ選択指示の例）
　本実施形態のコンテンツ配信システム１において、コンテンツ情報の配信処理は、コン
テンツ選択指示の受信によって開始されている。コンテンツ選択指示は、選択されたコン
テンツを表す情報、およびコンテンツ選択指示を送信したコンテンツ再生装置を表す情報
を含むあらゆる指示である。
【００８５】
　コンテンツ選択指示は、例えば、コンテンツ再生装置２００に表示されたコンテンツの
タイトルの一覧を確認したユーザが、入力装置２５０を介してコンテンツのタイトルを選
択したことを単に表す指示であり得る。また例えば、コンテンツ選択指示は、ユーザによ
るコンテンツ再生装置２００の起動によってコンテンツ再生装置２００が自動的にコンテ
ンツ配信サーバ１００に送信する指示であり得る。このような場合、コンテンツ再生装置
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２００が選択するコンテンツは、コンテンツ再生装置２００に配信された最も新しいコン
テンツ、またはコンテンツ再生装置２００によってもっとも最近、再生されたコンテンツ
、または最近あるシリーズに新たに追加されたコンテンツなどである。また例えば、コン
テンツ選択指示は、特定のコンテンツの配信指示であり得る。また例えば、コンテンツ選
択指示は、複数のコンテンツを選択する指示であり得る。ここで、複数のコンテンツを選
択する指示とは、同じカテゴリに属する複数のコンテンツを選択する指示、または異なる
カテゴリに属する複数のコンテンツを選択する指示であり得る。複数のコンテンツを選択
する指示とは、１つ以上のカテゴリを選択することによって、当該１つ以上のカテゴリに
属するすべてのコンテンツを選択する指示であり得る。このような場合、コンテンツ再生
装置２００が送信するコンテンツ選択指示は、例えば、カテゴリ名、カテゴリを表すＩＤ
、またはカテゴリ名を検索するキーワードなどである。また例えば、コンテンツ選択指示
は、コンテンツ再生装置２００からの指示とは無関係に、コンテンツ配信サーバ１００が
コンテンツを選択する指示であり得る。
【００８６】
　ここで、例えば、コンテンツ選択指示が１つのカテゴリを選択する指示である場合、図
４のＳ１１０４において、コンテンツ配信サーバ１００の情報選択部１１２は、特定した
コンテンツ再生装置２００と対応する、コンテンツ情報の一覧表をコンテンツ情報記憶部
１１１から取得し、選択されたカテゴリの名称、当該カテゴリに属するコンテンツ情報を
特定する。
【００８７】
　これに対応して、コンテンツ選択指示が１つのカテゴリを選択する指示である場合、図
５のＳ２１０３において、コンテンツ再生装置２００の画像データ表示部２１４は、図７
（ｃ）のような表示を行う。図７（ｃ）に示すように、画像データ表示部２１４は、カテ
ゴリの名称、当該カテゴリに属するすべてのタイトル、および当該タイトルのそれぞれに
関する配信履歴情報が表示される。
【００８８】
　（配信履歴情報の表現の変更例）
　図６においては配信履歴情報を、コンテンツ配信サーバ１００の処理に基づいて「配信
済」または「未配信」と表し、ユーザによる視聴状況を示すような「視聴済」または「未
視聴」などと表していない。これは、コンテンツ再生装置２００において配信されたコン
テンツを視聴せずに記録のみする場合などがあり得るからである。また、これは、コンテ
ンツ配信サーバ１００は、配信したコンテンツがコンテンツ再生装置２００によって再生
されたか否かを、コンテンツ再生装置２００からの通知なしには判定できないためである
。しかし、コンテンツ再生装置２００の指示によってコンテンツ配信サーバ１００の特定
のコンテンツが利用されたか否かを示すことができればよく、コンテンツの再生とは無関
係に配信履歴情報を例えば「視聴済」または「未視聴」、「視聴完了」または「視聴未完
了」、ならびに「利用済」または「未利用」などと表してもよい。
【００８９】
　（コンテンツ情報の管理方法の変形例）
　本実施形態では、配信済履歴情報がコンテンツ再生装置２００に送信されたことに基づ
いて更新されることを例に挙げて説明している。しかし、コンテンツ再生装置２００から
実際に視聴したコンテンツを特定する情報を受信して、この情報を視聴履歴情報としてコ
ンテンツ情報と関連付けて管理し得る。
【００９０】
　また、コンテンツ再生装置２００は、さらに、複数のＩＰＴＶサービスに加入している
か、放送波を受信して映像を再生し得るか、またはＤＶＤなどの記録媒体から情報を読み
込んで映像を再生し得る。このような場合、上述の視聴情報履歴情報をコンテンツ情報と
関連付けて管理すれば、コンテンツ再生装置２００を用いてユーザが視聴したすべてのコ
ンテンツが、コンテンツ配信サーバ１００に記憶される。したがって、より正確にユーザ
が視聴したコンテンツを記憶して、ユーザに推薦すべきコンテンツを選択する基準を適切
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なものにできる。
【００９１】
　また、コンテンツ再生装置２００が携帯電話機または移動体端末である場合、携帯電話
・移動体端末向けの１（ワン）セグメント部分受信サービス（ワンセグ）によって提供さ
れているコンテンツに関する情報を、コンテンツ配信サーバ１００は記憶することができ
る。
【００９２】
　ここで、視聴履歴情報として記憶されるもとの情報は、必ずしもコンテンツ再生装置２
００からコンテンツ配信サーバ１００に送信される必要はない。例えば、設置式のコンテ
ンツ再生装置２００および他のコンテンツ再生装置（例えば、コンテンツ配信サーバ１０
０と接続されていない再生装置など）から携帯電話機などの携帯端末に、視聴したコンテ
ンツを特定する情報を、電子メール、赤外線通信または無線ＬＡＮなどを介して送信する
。そして、上記携帯端末からコンテンツ配信サーバ１００に上記情報を送信し得る。この
ようにすれば、コンテンツ再生装置２００に限らず、ユーザが他の機器を介して視聴した
コンテンツのすべてについて、コンテンツ配信サーバ１００は、視聴履歴情報を記憶して
管理できる。ここで、コンテンツ配信サーバ１００に、携帯端末の電子メールアドレスを
、コンテンツ再生装置２００のＩＤと関連付けて記憶させるか、またはコンテンツ再生装
置２００を介してあらかじめ登録すればよい。また、電子メールではなく、赤外線通信を
利用すれば、アドレスの入力なしで携帯端末に情報を送信できる。
【００９３】
　なお、これとは逆に、携帯端末を含めた他のコンテンツ再生装置から、コンテンツ再生
装置２００に視聴履歴情報を送信して、コンテンツ再生装置２００からコンテンツ配信サ
ーバ１００に視聴履歴情報を一括して送信してもよい。
【００９４】
　（本変形例における商品情報の例）
　本変形例における商品情報は、例えば、ユーザによる商品の特定に使用し得る情報であ
る。商品情報は、商品情報の制作者、商品情報配信サーバ１００’の管理者もしくは商品
の販売者によって商品情報によって作成されるか、または更新される。商品情報の例とし
ては、商品名、商品の画像、商品の製造番号、ならびに商品の在庫数または入荷予定など
が挙げられる。なお、商品情報は、商品情報表示装置２００’に対応する一覧表などとし
て、カテゴリ情報（詳細は後述する）および購入履歴情報と関連付けて、データベース１
１６’に記憶されている。データベース１１６’に記憶されている一覧表の例、商品情報
の管理方法の詳細については、商品情報、購入履歴情報などの文言に適宜置き換えて、上
述の（コンテンツ情報の管理方法の詳細）項を参照すればよい。
【００９５】
　（本変形例におけるカテゴリ情報の例）
　本変形例におけるカテゴリ情報は、例えば、商品の分類に使用し得る情報である。カテ
ゴリ情報は、商品情報内に含まれるか、または商品情報の制作者、商品情報配信サーバ１
００’の管理者もしくは商品の販売者によって商品情報に付与されている。カテゴリ情報
の例としては、商品の種類（例えば、日用品、食品、衣類、家電製品、家具、文具、書籍
、装飾品、音楽・映像などを記録した記録媒体、および音楽・映像などを表すデータなど
）、商品の価格および製造者（例えば、ブランド名など）が挙げられる。また、カテゴリ
情報の他の例としては、商品情報配信サーバ１００’に対する商品情報の追加時期、商品
の発売開始時期、サービス利用者全体の購入件数（すなわち、商品の人気の有無）、およ
びサービス利用者からの商品に対する評価コメントの有無もしくは評価コメントの件数な
どが挙げられる。
【００９６】
　（購入履歴情報の表現の変更例）
　本変形例では、購入履歴情報を「購入済」または「未購入」と表している。しかし、購
入履歴情報は、商品情報配信サーバ１００’による受注装置３００に対する発注処理の有
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無に基づいているため、ユーザが商品を受け取り、支払いを済ませたこととは無関係であ
る。このため、例えば、「利用済」または「未利用」などのように、商品情報配信サーバ
１００’が提供するショッピングサービスを利用したことを示す表現を購入履歴情報とし
て用いてもよい。これらに加えて、受注装置３００から商品の発送が完了した情報、また
はユーザからの入金が確認された情報などを受け取る場合には、購入履歴情報にさらに「
発送済」もしくは「未発送」、または「入金済」もしくは「未入金」などの情報を追加し
てもよい。
【００９７】
　（本実施形態に係る重要な構成）
　本実施形態に係るサービス情報配信システム（コンテンツ配信システムまたは商品情報
配信システム）１（’）は、以下のようなサービス情報配信サーバ（コンテンツ配信サー
バまたは商品情報配信サーバ）１００（’）およびサービス情報表示装置（コンテンツ再
生装置または商品情報表示装置）２００（’）を備えていればよい。
【００９８】
　本実施形態に係るサービス情報配信サーバ１００（’）は、
　複数のサービス内容（コンテンツまたは商品購入案内）のうちいずれかをサービス情報
表示装置に配信するサービス情報配信サーバ１００（’）であって、
　上記複数のサービス内容のうちいずれかを個別に表す複数のサービス情報（コンテンツ
情報または商品情報）のそれぞれを、当該サービス情報によって表される上記サービス内
容の利用履歴を表す利用履歴情報（配信履歴情報または購入履歴情報）と個別に関連付け
て管理する情報管理手段１１２（’）と、
　上記サービス情報表示装置から送信されたサービス情報選択指示（コンテンツ選択指示
または商品情報選択指示）を受信する受信手段１１７と、
　上記管理される複数のサービス情報の中から、上記送信されたサービス情報選択指示に
よって特定される上記サービス内容と同じカテゴリに属する複数のサービス内容のいずれ
かを個別に表す複数のサービス情報を選択する情報選択手段１１２（’）と、
　上記選択された複数のサービス情報のそれぞれと、当該サービス情報と個別に関連付け
られた上記利用履歴情報とを、上記サービス情報表示装置に送信する送信手段１１７とを
備えている。
【００９９】
　本実施形態に係るサービス情報表示装置２００（’）は、
　サービス情報配信サーバ１００（’）から配信されるサービス情報を表示するサービス
情報表示装置２００（’）であって、
　上記サービス内容を選択する選択指示を上記サービス情報配信サーバ１００（’）に送
信する送信手段２１２と、
　上記サービス情報配信サーバ１００（’）から送信された同じカテゴリに属する複数の
サービス情報と、当該複数のサービス情報のうちいずれかによって表される上記サービス
内容の利用履歴を表しかつ当該複数のサービス情報と個別に関連付けられた利用履歴情報
とを、受信する受信手段２１２と、
　上記複数のサービス情報と、当該複数のサービス情報と個別に関連付けられた上記利用
履歴情報とを、表示する表示手段２１３と
を備えている。
【０１００】
　〔実施形態２〕
　本発明に係る第２の実施形態について、図１３～図３４を参照して以下に説明する。
【０１０１】
　（コンテンツ配信システム１ａの構成）
　本実施形態に係るコンテンツ配信システムの構成について図１３を参照して以下に説明
する。図１３は、本発明の一実施形態に係るコンテンツ配信システム１ａの要部構成を示
すブロック図である。図１３に示されるように、本実施形態に係るコンテンツ配信システ
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ム１ａは、コンテンツ配信サーバ１００ａを備える点においてのみ実施形態１と異なって
いる。このため、コンテンツ再生装置２００の構成については省略する。
【０１０２】
　（コンテンツ配信サーバ１００ａ）
　図１３に示すように、コンテンツ配信サーバ１００ａは、上述のコンテンツ配信サーバ
１００の構成に加えて、配信済比率算出部（配信済比率算出手段）１２０をさらに備えて
いる。配信済比率算出部１２０における処理の詳細については後述する。
【０１０３】
　（コンテンツ情報配信処理の詳細）
　コンテンツ配信システム１ａにおけるコンテンツ情報配信処理について図１４を参照し
て以下に説明する。図１４は、コンテンツ配信サーバ１００ａが、コンテンツに関する情
報を送信する際の処理の流れを示すフローチャートである。また、図１５は、コンテンツ
再生装置２００が、コンテンツ配信サーバ１００ａからのコンテンツに関する情報を表示
する際の処置の流れを示すフローチャートである。図１４に示されている処理のうち、Ｓ
１２０１～Ｓ１２０４、Ｓ１２０７～Ｓ１２０９、およびＳ１２１１は、図４のＳ１１０
１～Ｓ１１０４、Ｓ１１０７～Ｓ１１０９およびＳ１１１１と同じ処理である。また、図
１５に示されている処理のうち、Ｓ２２０１～Ｓ２２０２およびＳ２２０４～Ｓ２２０９
は、図５のＳ２１０１～Ｓ２１０２およびＳ２１０４～Ｓ２１０９と同じ処理である。よ
って、ここではＳ１２０５、Ｓ１２０６、Ｓ１２１１およびＳ２２０３についてのみ処理
の詳細を説明する。
【０１０４】
　（コンテンツ配信サーバ１００ａの処理の詳細）
　図１４に示すように、Ｓ１２０１～Ｓ１２０４の処理に基づいて、情報選択部１１２は
、コンテンツ選択指示から送信元のコンテンツ再生装置２００を特定する（Ｓ１２０３）
。情報選択部１１２は、特定したコンテンツ再生装置２００と対応する、図１６に示すよ
うなコンテンツ情報の一覧表をコンテンツ情報記憶部１１１から取得し、選択されたコン
テンツ情報を特定する（Ｓ１２０４）。ここでは、図１６の「結末」（記号：１－Ｄまた
は２－Ａ）が選択されているとして説明する。
【０１０５】
　情報選択部１１２は、分類記号１－Ｄおよび２－Ａの「結末」と同じカテゴリに属する
複数のタイトル（「発端」、「進展」、「転回」および「結末」、ならびに「結末」、「
世界」および「日本」）、当該カテゴリのカテゴリ情報であるカテゴリ名（ＡＡ主演映画
およびＤＤ監督映画）、当該複数のタイトルと関連付けられた配信履歴情報、および当該
カテゴリ属するコンテンツの配信済比率（コンプリート進捗率）を取得する（Ｓ１２０５
）。なお、配信済比率の算出の詳細については後述する。
【０１０６】
　このように本実施形態においては、情報選択部１１２は配信済比率をさらに取得する。
よって、選択されたコンテンツを表すタイトルが複数のカテゴリに属する場合に、情報選
択部１１２がいずれのカテゴリを取得するかという基準として、カテゴリの配信済比率の
数値を用いてもよい。
【０１０７】
　Ｓ１２０５の後、情報選択部１１２は、取得した複数のタイトル、カテゴリ名、配信履
歴情報および配信済比率をネットワーク通信部１１７に出力する。ネットワーク通信部１
１７は、複数のタイトル、カテゴリ名、配信履歴情報および配信済比率をコンテンツ再生
装置２００に送信する（Ｓ１２０６）。
【０１０８】
　そして、Ｓ１２０７～Ｓ１２０９の処理が終了すると、ネットワーク通信部１１７は、
配信先のコンテンツ再生装置２００の情報、配信したコンテンツのタイトル、当該コンテ
ンツが配信済であることを表す情報を配信履歴情報管理部１１４に出力する。配信履歴情
報管理部１１４は、配信先のコンテンツ再生装置２００の情報に基づいて、図１６のよう
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なコンテンツ情報の一覧表をコンテンツ情報記憶部１１１から取得する。配信履歴情報管
理部１１４は、入力されたタイトルと関連付けられている配信履歴情報を「配信済」に変
更し、かつ配信日を付加する。そして、配信履歴情報管理部１１４は、更新した一覧表を
配信済比率算出部１２０に出力する。配信済比率算出部１２０は、更新された配信履歴情
報が含まれるカテゴリに属するコンテンツの総数に対する、配信済を表す配信履歴情報の
数の比率を算出して、配信済比率を更新する。配信済比率算出部１２０は、コンテンツ情
報記憶部１１１に記憶されている一覧表に、変更した一覧表を上書きする（Ｓ１２１０）
。
【０１０９】
　（コンテンツ再生装置２００の処理の詳細）
　図１５に示すように、Ｓ２２０１～Ｓ２２０２の処理に基づいて、画像データ表示部２
１４は、複数のコンテンツを表すタイトル、カテゴリ名、配信履歴情報および配信済比率
をそれぞれ関連付けて表示する（Ｓ２２０３）。画像データ表示部２１４は、例えば、図
７（ａ）、図７（ｂ）および図１７（ａ）のような表示を、１画面内に含めてか、または
２もしくは３画面に分けて行う。この後、コンテンツ再生装置２００は、Ｓ２２０４～Ｓ
２２０９の処理を実行する。
【０１１０】
　（本実施形態の作用・効果）
　以上のようにコンテンツ配信システム１ａにおいて、コンテンツ配信サーバ１００ａは
、選択されたコンテンツのタイトル（コンテンツ情報）が属するカテゴリの配信済比率を
さらにコンテンツ再生装置２００に送信する。これによって、ユーザは、同じカテゴリに
属する複数のコンテンツのうちどれだけが配信済および未配信であるのかを数値として容
易に把握できる。
【０１１１】
　例えば、ユーザによっては、同じカテゴリに属する配信済のコンテンツの比率が高まる
につれて、当該比率を１００％にしよう（同じカテゴリに属するすべてのコンテンツの受
信または視聴しよう、他の表現では、コンプリートしよう）という気持ちも高まる可能性
がある。このようなユーザは、短期間に集中してコンテンツの配信を受けようとするので
、興味のあるカテゴリに属するコンテンツの見忘れの防止に寄与する。
【０１１２】
　このように、本実施形態によれば、ユーザの興味に合わせたコンテンツに関する情報を
より詳細かつ適切に提供して、コンテンツ配信システム１ａの利便性および利用頻度をさ
らに向上させることができる。また、コンテンツ配信サーバ１００ａの管理者にとっては
、利用頻度の向上に伴い、さらなる利益の向上に繋がる。
【０１１３】
　（コンテンツ配信サーバ１００ａにおける他の処理）
　（配信済比率の算出方法の詳細）
　上述のようにコンテンツ情報記憶部１１１には、各コンテンツ再生装置に対応した、図
１６に示されるような一覧表が格納されている。図１６に示されるように、一覧表には１
つのカテゴリには当該カテゴリに属する複数のタイトルのいずれかが個別に表すコンテン
ツが、当該カテゴリに属するタイトルの総数に対してどれだけ配信済であるかを表す配信
済比率が含まれている。この配信済比率は、配信済比率算出部１２０によって、以下の式
：（配信済を表す配信履歴情報の数）÷（１つのカテゴリに属するタイトルの数）にした
がって算出される。
【０１１４】
　この配信済比率は、上述のように、コンテンツ配信サーバ１００ａがコンテンツ再生装
置２００にコンテンツを配信した後に配信済比率算出部１２０によって算出される。また
、コンテンツデータベース１１６にコンテンツが追加されたとき、およびコンテンツデー
タベース１１６からコンテンツが削除されたときに、配信済比率算出部１２０によって算
出される。
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【０１１５】
　（コンテンツ情報の管理方法の変形例）
　実施形態１の同じ項目の記載と同様の変形例が、本実施形態に適用される。ここでは、
さらにコンテンツ配信サーバ１００ａに記憶されている視聴履歴情報に基づいて、各カテ
ゴリの配信済比率を算出し、全カテゴリの配信済比率をコンテンツ再生装置２００または
他の携帯端末に送信してもよい。このようにすれば、ユーザは自身がどのカテゴリに属す
るコンテンツをよく視聴しており、またあまり視聴していないかを容易に把握することが
できる。
【０１１６】
　（配信済比率の算出の応用例）
　上述の配信済比率の算出方法および算出タイミングは、配信済比率の算出の一例に過ぎ
ない。他の算出方法としては、配信済比率算出部１２０によって、以下の式：（配信済を
表す配信履歴情報の数＋１）÷（１つのカテゴリに属するタイトルの数）にしたがって算
出される算出方法が挙げられる。このときの算出タイミングとしては、コンテンツ選択指
示を受信後からコンテンツ情報の送信前までの間が挙げられる。上記算出タイミングにお
いて上記式にしたがって配信済比率を算出すると、選択されたコンテンツを配信した後の
仮想の配信済比率が生成される。よって、コンテンツ配信サーバ１００ａは、当該仮想の
配信済比率と現在の配信済比率とを、コンテンツ再生装置２００に送信することができる
。
【０１１７】
　このようなコンテンツ配信システム１ａの処理の詳細について、図１８を参照して以下
に説明する。図１８は、コンテンツ配信サーバ１００ａが、コンテンツに関する情報を送
信する際の処理の流れを示すフローチャートである。また、図１９は、コンテンツ再生装
置２００が、コンテンツ配信サーバ１００ａからのコンテンツに関する情報を表示する際
の処置の流れを示すフローチャートである。図１８に示されている処理のうち、Ｓ１３０
１～Ｓ１３０５およびＳ１３０８～Ｓ１３１２は、図１４のＳ１２０１～Ｓ１２０５、Ｓ
１２０７～Ｓ１２１１と同じ処理である。また、図１９に示されている処理のうち、Ｓ２
３０１～Ｓ２３０２およびＳ２３０４～Ｓ２３０９は、図１５のＳ２２０１～Ｓ２２０２
およびＳ２２０４～Ｓ２２０９と同じ処理である。よって、ここではＳ１３０６、Ｓ１３
０７、およびＳ２３０３についてのみ処理の詳細を説明する。
【０１１８】
　（コンテンツ配信サーバ１００ａの処理の詳細）
　図１８に示すように、Ｓ１３０１～Ｓ１３０５の処理に続いて、情報選択部１１２は、
選択したカテゴリに属するタイトルの総数および配信済を表す配信履歴情報の数を配信済
比率算出部１２０に出力する。配信済比率算出部１２０は、以下の式：（配信履歴情報の
数＋１）÷（タイトルの総数）にしたがって仮想の配信済比率を算出する（Ｓ１３０６）
。Ｓ１３０５がＳ１２０５と同じ処理なので、選択されたカテゴリは、分類記号１－Ｄお
よび２－Ａの「結末」が属する「ＡＡ主演映画」および「ＤＤ監督映画」である。したが
って、配信済比率算出部１２０によって算出された仮想の配信済比率は、「ＡＡ主演映画
」の７５％および「ＤＤ監督映画」の６７％である。
【０１１９】
　配信済比率算出部１２０は、仮想の配信済比率を情報選択部１１２に出力する。情報選
択部１１２は、取得した複数のタイトル、カテゴリ名、配信履歴情報、現在の配信済比率
および仮想の配信済比率をネットワーク通信部１１７に出力する。ネットワーク通信部１
１７は、複数のタイトル、カテゴリ名、配信履歴情報および配信済比率をコンテンツ再生
装置２００に送信する（Ｓ１２０６）。その後、Ｓ１３０８～Ｓ１３１２の処理を実行す
る。
【０１２０】
　（コンテンツ再生装置２００の処理の詳細）
　図１９に示すように、Ｓ２３０１～Ｓ２３０２の処理に基づいて、画像データ表示部２
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１４は、複数のコンテンツを表すタイトル、カテゴリ名、配信履歴情報、実際の配信済比
率および仮想（配信後）の配信済比率をそれぞれ関連付けて表示する（Ｓ２３０３）。画
像データ表示部２１４は、例えば、図７（ａ）、図７（ｂ）および図１７（ｂ）のような
表示を、１画面内に含めてか、または２もしくは３画面に分けて行う。この後、コンテン
ツ再生装置２００は、Ｓ２３０４～Ｓ２３０９の処理を実行する。
【０１２１】
　（応用例の作用・効果）
　以上のように、本応用例のコンテンツ配信システム１ａにおいて、コンテンツ配信サー
バ１００ａは、現在の配信済比率に加えて仮想（配信後）の配信済比率をコンテンツ再生
装置２００に送信する。これによって、ユーザは、コンテンツの配信を要求することによ
って変動する配信済比率までを把握して、コンテンツを選択できる。このため、ユーザに
とって関心のあるコンテンツに加えて、あるカテゴリをコンプリートするために必要なコ
ンテンツにもユーザの関心を引きつけることができる。
【０１２２】
　このように、本実施形態によれば、ユーザの興味に合わせたコンテンツに関する情報を
より詳細かつ適切に提供して、コンテンツ配信システム１ａの利便性および利用頻度をさ
らに向上させることができる。また、コンテンツ配信サーバ１００ａの管理者にとっては
、利用頻度の向上に伴い、さらなる利益の向上に繋がる。
【０１２３】
　（配信済比率の利用の応用例）
　配信済比率をさらに提供することは、配信済比率を利用する一例に過ぎない。例えば、
配信済比率が規定の基準値に達した場合に、当該基準値に応じた特典に関する情報をさら
にユーザに提供してもよい。このような処理を実現するコンテンツ配信システム１ｂの構
成および処理について図２０～図２２を参照して以下に説明する。
【０１２４】
　（コンテンツ配信システム１ｂ）
　図２０に示すように、コンテンツ配信システム１ｂは、コンテンツ配信サーバ１００ｂ
、コンテンツ再生装置２００および特典提供サーバ１０１を備えている。つまり、コンテ
ンツ配信システム１ｂは、コンテンツ配信システム１ａとはコンテンツ配信サーバ１００
ｂおよび特典提供サーバ１０１を備える点が異なっている。よって、コンテンツ再生装置
２００の説明は省略する。
【０１２５】
　（コンテンツ配信サーバ１００ｂ）
　図２０に示すように、コンテンツ配信サーバ１００ｂは、コンテンツ配信サーバ１００
ａに加えて、特典情報管理部１２１および配信済比率判定部１２２をさらに備えている。
各部材の詳細については後述する。
【０１２６】
　（コンテンツ情報配信処理の詳細）
　コンテンツ配信システム１ｂにおけるコンテンツ情報配信処理について図２１および図
２２を参照して以下に説明する。図２１は、コンテンツ配信サーバ１００ｂが、コンテン
ツに関する情報を送信する際の処理の流れを示すフローチャートである。また、図２２は
、コンテンツ再生装置２００が、コンテンツ配信サーバ１００ｂからのコンテンツに関す
る情報を表示する際の処置の流れを示すフローチャートである。図２３は、図２１のＳ１
４０８の処理に詳細を示すフローチャートである。図２４は、図２２のＳ２４０４の処理
に詳細を示すフローチャートである。図２１に示されている処理のうち、Ｓ１４０１～Ｓ
１４０５およびＳ１４０８～Ｓ１４１３は、図１４のＳ１２０１～Ｓ１２１１と同じ処理
である。また、図２２に示されている処理のうち、Ｓ２４０１～Ｓ２４０２およびＳ２４
０５～Ｓ２４１１は、図１５のＳ２２０１～Ｓ２２０８と同じ処理である。よって、ここ
ではＳ１４０６、Ｓ１４０７、Ｓ２４０３およびＳ２４０４についてのみ処理の詳細を説
明する。
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【０１２７】
　（コンテンツ配信サーバ１００ｂの処理の詳細）
　この応用例において、コンテンツ情報記憶部１１１には、図２５に示される各コンテン
ツ再生装置と対応する特典情報の一覧、および特典情報がさらに記憶されている。また、
選択されたコンテンツが「ＡＡ主演映画」に属する「結末」である場合を例にして説明す
る。
【０１２８】
　図２１に示すように、Ｓ１４０１～Ｓ１４０５に続いて、情報選択部１１２は、配信済
比率判定部１２２に取得したカテゴリ名およびその配信済比率を出力する。配信済比率判
定部１２２は、出力された配信済比率が３つの基準値（１００％、７５％および５０％）
のいずれかに達しているか否かを判定する（Ｓ１４０６）。配信済比率がいずれの基準値
にも達していない場合（ＮＯ）、配信済比率判定部１２２は、情報選択部１１２に取得し
た各情報のネットワーク通信部１１７への出力を指示する。その後、Ｓ１４０８～Ｓ１４
１３の処理を実行する。
【０１２９】
　配信済比率が基準値のいずれかに達している場合（ＹＥＳ）、配信済比率判定部１２２
は、配信済比率が達している基準値のすべておよびカテゴリ名を特典情報管理部１２１に
出力して、コンテンツ再生装置２００への特典情報の提供を指示する。特典情報管理部１
２１は、特典情報提供の処理を実行する（Ｓ１４０７）。
【０１３０】
　コンテンツ配信サーバ１００ｂにおける特典情報提供の処理の詳細について、図２３を
参照して以下に説明する。図２３は、図２１のＳ１４０７の詳細な処理の流れを示すフロ
ーチャートである。ここでは、コンテンツ再生装置２００からＡＡ主演映画「結末」が選
択され、かつカテゴリ１の配信済比率が７５％である（基準値の１つに達している）場合
の例を説明する。つまり、図２１のＳ１４０６において、配信済比率判定部１２２は、選
択された「結末」が属するカテゴリの配信済比率が基準値の７５％に達している（ＹＥＳ
）と判定する。このため、コンテンツ配信サーバ１００ｂは、基準値の７５％に関する特
典情報提供の処理を実行する（Ｓ１４０７）。
【０１３１】
　図２３に示すように、特典情報管理部１２１は、図２５に示す特典情報の一覧をコンテ
ンツ情報記憶部１１１から取得する。特典情報管理部１２１は、コンテンツ選択指示を送
信したコンテンツ再生装置２００対して、選択されたコンテンツの属するカテゴリＡＡ主
演映画の基準値（５０％、７５％）に対応する特典サイトＵＲＬ（特典情報）が未送信ま
たは送信済であるかを判定する（Ｓ１４０７ａ）。基準値５０％の特典情報が送信済であ
るが、現在の基準値７５％に関して特典情報が未送信なので（ＹＥＳ）、特典情報管理部
１２１は、コンテンツ情報記憶部１１１から基準値７５％に対応する特典サイトＢのＵＲ
Ｌを取得する（１４０７ｂ）。特典情報管理部１２１は、特典サイトＢのＵＲＬをネット
ワーク通信部１１７に出力する。ネットワーク通信部１１７は、特典サイトＢのＵＲＬを
コンテンツ再生装置２００に送信する（Ｓ１４０７ｃ）。特典情報管理部１２１は、図２
５の一覧のうち、コンテンツ再生装置２００に対応する「ＡＡ主演映画」の特典サイトＢ
の欄を「済」に変更して、コンテンツ情報記憶部１１１の一覧に上書きして送信履歴を更
新する（Ｓ１４０７ｄ）。これらの処理が終了すると、図２３のＳ１４０８に戻る。
【０１３２】
　ここでは、ＡＡ主演映画の配信済比率が７５％に達している場合について説明したが、
ＡＡ主演映画の配信済比率が５０％以上、７５％未満の場合には以下のように処理される
。配信済比率判定部１２２がＡＡ主演映画の配信済比率を基準値の５０％と判定する（Ｙ
ＥＳ）ので、コンテンツ配信サーバ１００ｂは、特典情報提供の処理を実行する（Ｓ１４
０７）。特典情報管理部１２１は、特典情報の一覧をコンテンツ情報記憶部１１１から取
得して、コンテンツ再生装置２００対して、カテゴリＡＡ主演映画の基準値（５０％）に
対応する特典サイトＵＲＬが未送信または送信済であるかを判定する（Ｓ１４０７ａ）。
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基準値５０％に対応する特典サイトＡのＵＲＬがコンテンツ再生装置２００に送信済（Ｎ
Ｏ）なので、コンテンツ配信サーバ１００ｂは特典情報提供の処理を終了して図２３のＳ
１４０８に戻る。
【０１３３】
　（コンテンツ再生装置２００の処理の詳細）
　図２２に示すように、Ｓ２４０１～Ｓ２４０２の処理に基づいて、入力処理部２１３は
、コンテンツ配信サーバ１００から受信した情報が特典サイトであるか否かを判定する（
Ｓ２４０３）。情報がタイトル、配信履歴情報および配信履歴情報である場合（ＮＯ）、
コンテンツ再生装置２００は、Ｓ２４０５～Ｓ２４１１の処理を実行する。
【０１３４】
　情報が特典情報である場合（ＹＥＳ）、特典情報提供の処理が実行される（Ｓ２４０４
）。コンテンツ再生装置２００における特典情報提供の詳細について、図２４を参照して
以下に説明する。図２４は、図２２のＳ２４０４の詳細な処理の流れを示すフローチャー
トである。ここでは、「結末」の選択をコンテンツ配信サーバ１００に指示して、「ＡＡ
主演映画」に属するタイトルの配信済比率が７５％に達している場合を例に説明する。
【０１３５】
　図２４に示すように、入力処理部２１３は、受信した特典情報を画像データ表示部２１
４に出力する。画像データ表示部２１４は、出力された特典情報を図２６（ａ）のように
表示する（Ｓ２４０４ａ）。図２６（ａ）は、画像データ表示部２１４における表示の例
を示している。受信した特典情報には特典サイトＢのＵＲＬが含まれているので、例えば
、図２６（ａ）の「７５％　コンプリート特典」の表示箇所に特典サイトＢへのリンクが
貼られている。この状態において、コンテンツ再生装置２００は待機状態になる。
【０１３６】
　入力装置２５０から指示を受けると、入力処理部２１３は、特典サイトＢへのアクセス
指示か否かを判定する（Ｓ２４０４ｂ）。指示が特典情報の表示を閉じる指示である場合
（ＮＯ）、特典提供処理は終了する。指示が特典サイトＢへのアクセス指示である場合（
ＹＥＳ）、入力処理部２１３は、特典提供サーバ１０１からの特典サイトＢに関する情報
の取得をネットワーク通信部２１２に指示する。ネットワーク通信部２１２は、特典提供
サーバ１０１に特典サイトＢに関する情報の配信指示を出力する。特典提供サーバ１０１
は、配信指示に応じて特典サイトＢに関する情報をネットワーク通信部２１２に配信する
。ネットワーク通信部２１２は、受信した特典サイトＢに関する情報を入力処理部２１３
に出力する。入力処理部２１３は、特典サイトＢに関する情報を画像データ表示部２１４
に出力する。画像データ表示部２１４は、特典サイトＢに関する情報を表示する（Ｓ２４
０４ｄ）。これらの処理が終了すると、図２４のＳ２４０５に戻る。
【０１３７】
　なお、ここでは、特典提供サーバ１０１が、コンテンツ配信サーバ１００ｂの外部にあ
る構成を説明したが、コンテンツ配信サーバ１００ｂ内に特典サイトを表す情報を記憶す
る部材がさらに備えられているか、またはコンテンツ情報記憶部１１１に特典サイトを表
す情報をさらに記憶しておいてもよい。
【０１３８】
　（応用例の作用・効果）
　以上のようにコンテンツ配信システム１ｂにおいて、コンテンツ配信サーバ１００ｂは
、選択されたコンテンツのタイトル（コンテンツ情報）が属するカテゴリの配信済比率に
応じた特典情報をさらにコンテンツ再生装置２００に送信する。これによって、ユーザは
、コンテンツ配信サーバ１００ｂの利用頻度にしたがって、種々の特典を受けることがで
きる。
【０１３９】
　例えば、種々の特典とはユーザのコンテンツ配信サーバ１００ｂに応じたサービスポイ
ントの付与または配信料金の割引などである。これによってユーザは、ユーザにとって興
味のあるコンテンツ以外にも、ある規定値を満たして、種々の特典を得るためのコンテン
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ツの選択に関心を寄せる。
【０１４０】
　このように、本応用例によれば、ユーザの興味に加えて、利用頻度の高いユーザに特典
を付与してさらに利用頻度を向上させる情報をさらに提供できる。また、コンテンツ配信
サーバ１００ｂの管理者にとっては、利用頻度の向上に伴い、さらなる利益の向上に繋が
る。
【０１４１】
　（特典情報の例）
　上述の実施形態において、特典情報の詳細は特に記載していない。しかし、特典情報に
は、ユーザによるコンテンツ配信サーバ１００ｂの利用頻度を向上させるような、段階的
な特典情報が含まれていてもよい。例えば、到達した配信済比率が高いほど、付与される
サービスポイントの多さ、または配信料金の割引率を上昇させてもよい。また例えば、到
達した配信済比率が高いほど、よりユーザに好まれる特典の種類を設定してもよい。
【０１４２】
　（配信済比率の利用の応用例）
　上述のような特典情報の提供は、配信済比率の利用する一例に過ぎない。例えば、（配
信済比率の算出方法の詳細）の項において説明した、現在の配信済比率および仮想の配信
済比率と特典情報の提供とを組み合わせて、ユーザに提供してもよい。このような処理を
実現するコンテンツ配信システム１ｂの処理について以下に説明する。コンテンツ配信シ
ステム１ｂの構成は同じなので、説明を省略する。
【０１４３】
　（コンテンツ情報配信処理の詳細）
　コンテンツ配信システム１ｂにおけるコンテンツ情報配信処理について図２７および図
２８を参照して以下に説明する。図２７は、コンテンツ配信サーバ１００ｂが、コンテン
ツに関する情報を送信する際の処理の流れを示すフローチャートである。また、図２８は
、コンテンツ再生装置２００が、コンテンツ配信サーバ１００ｂからのコンテンツに関す
る情報を表示する際の処置の流れを示すフローチャートである。図２７に示されている処
理のうち、Ｓ１５０１～Ｓ１５０４およびＳ１５０８～Ｓ１５１２は、図１８のＳ１３０
１～Ｓ１３０４、およびＳ１３０８～Ｓ１３１２と同じ処理である。また、図２８に示さ
れている処理のうち、Ｓ２５０１～Ｓ２５０２およびＳ２５０４～Ｓ２５０９は、図１９
のＳ２３０１～Ｓ２３０２およびＳ２３０４～Ｓ２３０９と同じ処理である。よって、こ
こではＳ１５０５～Ｓ１５０７およびＳ２５０３についてのみ処理の詳細を説明する。
【０１４４】
　（コンテンツ配信サーバ１００ｂの処理の詳細）
　ここでは、図１６の「ＡＡ主演映画」に属する「結末」が選択された場合を例に挙げて
説明する。
【０１４５】
　図２７に示すように、Ｓ１５０１～Ｓ１５０４の処理に基づいて、情報選択部１１２は
、コンテンツ情報記憶部１１１から同じカテゴリのタイトル、配信履歴情報、配信済比率
および特典情報を取得する（Ｓ１５０５）。情報選択部１１２は、配信済比率および特典
情報を配信済比率算出部１２０に出力する。配信済比率算出部１２０は、図２５の特典情
報のうち、「ＡＡ主演映画」と関連付けられた未送信の特典サイト情報の基準値から、現
在の配信済比率を引いて、基準値に対する残りの配信済比率を算出する（Ｓ１５０６）。
ここでは、配信済比率算出部１２０が、ＡＡ主演映画に属するコンテンツの配信（または
視聴）をコンプリートする基準値１００％から、現在の配信済比率を引いた残りの配信済
比率を算出する例を説明する。しかし、図２５のように、未送信の特典サイト情報の基準
値が複数（７５％、１００％）ある場合、両方の基準値、またはいずれか１つの基準値に
対して残りの配信済比率を算出してもよい。
【０１４６】
　配信済比率算出部１２０は、情報選択部１１２に残りの配信済比率を出力する。情報選
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択部１１２は、同じカテゴリのタイトル、配信履歴情報、特典情報、現在の配信済比率お
よび残りの配信済比率をネットワーク通信部１１７に出力する。ネットワーク通信部１１
７は、配信履歴情報、特典情報、現在の配信済比率および残りの配信済比率をコンテンツ
再生装置２００に送信する（Ｓ１５０７）。その後、コンテンツ配信サーバ１００ｂは、
Ｓ１５０８～Ｓ１５１２の処理を実行する。
【０１４７】
　（コンテンツ再生装置２００の処理の詳細）
　図２８に示すように、Ｓ２５０１～Ｓ２５０２の処理に基づいて、画像データ表示部２
１４は、配信履歴情報、特典情報、現在の配信済比率および残りの配信済比率を表示する
（Ｓ２５０３）。画像データ表示部２１４における表示は、例えば、図７（ａ）の選択さ
れている（矢印が付されている）タイトルが「結末」である場合の表示と、図２６（ｂ）
の表示とを組み合わせた表示、またはそれぞれを２画面に分けた表示である。その後、コ
ンテンツ再生装置２００は、Ｓ２５０４～Ｓ２５０９の処理を実行する。
【０１４８】
　（応用例の作用・効果）
　以上のようにコンテンツ配信システム１ｂにおいて、コンテンツ配信サーバ１００ｂは
、選択されたコンテンツのタイトル（コンテンツ情報）が属するカテゴリの現在の配信済
比率および当該コンテンツの配信を受けた場合の配信済比率と、２種類の配信済比率に応
じた特典情報とを、さらにコンテンツ再生装置２００に送信する。これによって、ユーザ
は、同じカテゴリに属する複数のコンテンツのうちどれだけ配信を受ければ特典が得られ
るかを容易に把握できる。
【０１４９】
　よって、ユーザにとって興味のあるコンテンツに加えて、特典を取得に有効なコンテン
ツの選択肢を、ユーザに対してさらに提供できる。つまり、ユーザの興味という観点に加
えて、特典を得るためのコンテンツをユーザに提示できる。これに伴い、コンテンツ配信
サーバ１００ｂの管理者にとっては、利用頻度の向上に伴い、さらなる利益の向上に繋が
る。
【０１５０】
　（コンテンツ情報の提供の他の例）
　上述の説明においては、図６の「結末」（カテゴリ「ＡＡ主演映画」に属する）が選択
された例を挙げて説明した。ここでは、他の例を挙げてコンテンツ情報の提供を説明する
。図１６に示すように、カテゴリ６の珍プレー集に属するタイトルが選択されたとする。
現状からさらに、未配信のコンテンツの１つの配信を受ければ５０％になり、未配信のコ
ンテンツの２つの配信を受ければ７５％になり、未配信のコンテンツの３つの配信を受け
れば１００％になり、いずれかの場合にかまたはいずれの場合にも新たに特典が得られる
という情報を、コンテンツ配信サーバ１００ｂはコンテンツ再生装置２００に提供しても
よい。
【０１５１】
　（配信済比率の利用の応用例）
　上述のような配信済比率の提供は、配信済比率の利用を応用する一例に過ぎない。他の
例として、複数のカテゴリのいずれかに個別に関連付けられた配信済比率の数値に基づい
て、当該複数のカテゴリに順序を関連付け、かつ当該順序をさらに付してユーザに提供し
てもよい。このような処理を実現するコンテンツ配信システム１ｃの構成および処理につ
いて図２９～図３２を参照して以下に説明する。
【０１５２】
　（コンテンツ配信システム１ｃ）
　図２９は、コンテンツ配信システム１ｃの構成を説明するブロック図である。図２９に
示すように、コンテンツ配信システム１ｃは、コンテンツ配信サーバ１００ｃおよびコン
テンツ再生装置２００を備えている。つまり、コンテンツ配信システム１ｃは、コンテン
ツ配信システム１ｂとはコンテンツ配信サーバ１００ｃを備える点が異なっている。よっ



(29) JP 5563380 B2 2014.7.30

10

20

30

40

50

て、コンテンツ再生装置２００の説明は省略する。
【０１５３】
　（コンテンツ配信サーバ１００ｃ）
　図２９に示すように、コンテンツ配信サーバ１００ｃは、コンテンツ配信サーバ１００
ａに加えて、配列順序決定部１２３をさらに備えている。
【０１５４】
　（コンテンツ情報配信処理の詳細）
　コンテンツ配信システム１ｃにおけるコンテンツ情報配信処理について図３０および図
３１を用いて以下に説明する。図３０は、コンテンツ配信サーバ１００ｃが、コンテンツ
に関する情報を送信する際の処理の流れを示すフローチャートである。また、図３１は、
コンテンツ再生装置２００が、コンテンツ配信サーバ１００ｃからのコンテンツに関する
情報を表示する際の処置の流れを示すフローチャートである。図３０に示される処理のう
ち、Ｓ１６０１～Ｓ１６０４、Ｓ１６０７～Ｓ１６１０およびＳ１６１３は、図１４のＳ
１２０１～Ｓ１２０４、Ｓ１２０７～Ｓ１２１１と同じ処理である。また、図３１に示さ
れる処理のうち、Ｓ２６０１～Ｓ２６０２およびＳ２６０８～Ｓ２６１３は、図１５のＳ
２２０１～Ｓ２２０２およびＳ２２０４～Ｓ２２０９と同じ処理である。よって、ここで
はＳ１６０５、Ｓ１６０６、Ｓ１６１１、Ｓ１６１２およびＳ２６０３～Ｓ２６０７につ
いてのみ処理の詳細を説明する。
【０１５５】
　（コンテンツ配信サーバ１００ｃの処理の詳細）
　この応用例では、コンテンツ選択指示に従って、カテゴリ名、配信済比率および全ての
カテゴリにおける当該配信済比率の順位を送信する際の、コンテンツ配信サーバ１００ｃ
の処理について説明する。
【０１５６】
　図３０に示すように、Ｓ１６０１～Ｓ１６０４の処理に基づいて、情報選択部１１２は
、コンテンツ再生装置２００に対応する図１６のような一覧表から、特定されたコンテン
ツを含むカテゴリの、カテゴリ名、配信済比率およびすべてのカテゴリにおける当該配信
済比率の順位を取得する（Ｓ１６０５）。なお、ここで取得される一覧表には、配信済比
率の大きいものから順に番号を振って、カテゴリ名およびそれに関連する情報が並べられ
ている。カテゴリの並べ替えについては後述する。
【０１５７】
　情報選択部１１２は、取得したカテゴリ名、配信済比率および配信済比率の順位をネッ
トワーク通信部１１７に出力する。ネットワーク通信部１１７は、カテゴリ名、配信済比
率および配信済比率の順位をコンテンツ再生装置２００に送信する（Ｓ１６０６）。
【０１５８】
　その後、コンテンツ配信サーバ１００ｃは、Ｓ１６０７～Ｓ１６１０の処理に続いて、
配信済比率算出部１２０は、更新した一覧表を配列順序決定部１２３に出力する。配列順
序決定部１２３は、更新された配信済比率の大きいものから順に番号を付して、カテゴリ
の順序を変更する（Ｓ１６１１）。
【０１５９】
　ここで、Ｓ１６０８において入力処理部１１３が受信した指示がコンテンツ配信指示で
はない（ＮＯ）と判断すると、入力処理部１１３は、カテゴリ選択指示であるか否かをさ
らに判定する（Ｓ１６１２）。入力処理部１１３がカテゴリ選択指示ではない（ＹＥＳ）
と判定すると、コンテンツ配信サーバ１００ｃは他の処理を実行して（Ｓ１６１３）、処
理を終了する。入力処理部１１３がカテゴリ選択指示である（ＮＯ）と判定すると、入力
処理部１１３は情報選択部１１２にカテゴリ選択指示を送信する。再度、Ｓ１６０４～Ｓ
１６０６の処理が行われる。なお、カテゴリ選択指示を受けた場合、Ｓ１６０４において
、情報選択部１１２は、コンテンツを特定せずにカテゴリを特定する。
【０１６０】
　なお、１度目の情報の送信時に、例えばカテゴリの一覧などを同時に送信してもよい。
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また、あらかじめコンテンツ再生装置２００にカテゴリを選ぶための情報を送信しておい
てもよい。
【０１６１】
　（コンテンツ再生装置２００の処理の詳細）
　図３１に示すように、Ｓ２６０１～Ｓ２６０２の処理に基づいて、画像データ表示部２
１４は、図４８のように、選択したコンテンツが属するカテゴリ名、その配信済比率およ
びすべてのカテゴリにおける当該配信済比率の順位を表示する（Ｓ２６０３）。続いて、
入力装置２５０からの指示を受信すると、入力処理部２１３は、指示の内容がカテゴリ選
択指示であるか否かを判定する（Ｓ２６０４）。入力処理部２１３は、指示の内容がカテ
ゴリ選択指示であると判定すると（ＹＥＳ）、ネットワーク通信部２１２にコンテンツ配
信サーバ１００ｃへのカテゴリ選択指示の送信を指示する。この指示に従って、ネットワ
ーク通信部２１２は、コンテンツ配信サーバ１００ｃにカテゴリ選択指示を送信する（Ｓ
２６０６）。
【０１６２】
　ネットワーク通信部２１２は、コンテンツ配信サーバ１００ｃからのデータの送信の有
無を検出する（Ｓ２１０２）。入力処理部２１３は、これらのデータの表示指示を画像デ
ータ表示部２１４に出力する。コンテンツ配信サーバ１００ｃからデータが未送信の場合
（ＮＯ）、待機状態を続ける。選択したカテゴリ名、その配信済比率、およびすべてのカ
テゴリにおける当該配信済比率の順位がコンテンツ配信サーバ１００ｃから送信されると
（ＹＥＳ）、ネットワーク通信部２１２は、これらのデータを入力処理部２１３に出力す
る。入力処理部２１３は、これらのデータとこれらのデータの表示指示を画像データ表示
部２１４に出力する。画像データ表示部２１４は、図３２のように、配信済比率の順位に
したがってカテゴリ名および配信済比率を表示して（Ｓ２６０８）、処理を終了する。
【０１６３】
　なお、ここでは、１度目の情報の表示において、図４８のように、他のカテゴリを選択
するための表示（例えば、カテゴリの一覧など）の表示を、コンテンツ再生装置２００に
指示するための情報が一緒に表示される。これに限らず、他のカテゴリを選択するための
表示は、例えば、あらかじめコンテンツ再生装置２００に格納されているか、またはコン
テンツ配信サーバ１００ｃから送信されている。
【０１６４】
　（応用例の作用・効果）
　以上のように、コンテンツ配信システム１ｃにおいて、コンテンツ配信サーバ１００ｃ
は、選択したコンテンツが属するカテゴリ名、配信済比率およびその順位をコンテンツ再
生装置２００に送信する。これによって、ユーザは、カテゴリの配信済比率がすべてのカ
テゴリにおいて、高いのか低いのかを容易に把握できる。例えば、ユーザは、配信済比率
の高いコンテンツをコンプリートしようとして、または低いカテゴリに属するコンテンツ
をより多く視聴しようとする。よって、ユーザによるコンテンツ配信システム１ｃの利用
頻度を向上させ得る。
【０１６５】
　（カテゴリの選択例）
　この応用例において、ユーザは、配信済比率の大きさについて上位３つのカテゴリ名お
よび下位３つのカテゴリ名を選択している。しかし、これは、カテゴリ名の選択の一例に
過ぎない。例えば、すべてのカテゴリ名を画像データ表示部２１４に表示して、任意の数
の順位に無関係なカテゴリを、ユーザが選択できるようにしてもよい。また例えば、コン
テンツ配信サーバ１００ｃは、配信済比率が０％のカテゴリ名または配信済比率が１００
％のカテゴリ名を除いた情報をコンテンツ再生装置２００に送信してもよい。
【０１６６】
　（コンテンツ情報の提供の応用例）
　上述のようなコンテンツ情報の提供は、コンテンツ情報の提供の一例に過ぎない。例え
ば、コンテンツ情報のすべてをコンテンツ再生装置に送信してもよい。このような処理を
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実現するコンテンツ配信システム１ａの処理について以下に説明する。コンテンツ配信シ
ステム１ａの構成は上述のものと同じなので、説明を省略する。
【０１６７】
　（コンテンツ情報配信処理の詳細）
　コンテンツ配信システム１ａにおける他のコンテンツ情報配信処理について図３３およ
び図３４を用いて以下に説明する。図３３は、コンテンツ配信サーバ１００ａが、コンテ
ンツに関する情報を送信する際の処理の流れを示すフローチャートである。また、図３４
は、コンテンツ再生装置２００が、コンテンツ配信サーバ１００ａからのコンテンツに関
する情報を表示する際の処置の流れを示すフローチャートである。図３３の処理のうち、
Ｓ１７０１およびＳ１７０６～Ｓ１７１０は、図１４のＳ１２０１およびＳ１２０７～Ｓ
１２０７の処理と同じである。また、図３４の処理のうち、Ｓ１７０１～Ｓ１７０２およ
びＳ１７０４～Ｓ１７０９は、図１５のＳ１２０１～Ｓ１２０２およびＳ１２０４～Ｓ１
２０９の処理と同じである。よって、ここではＳ１７０２～Ｓ１７０５およびＳ２７０３
の処理についてのみ説明する。
【０１６８】
　（コンテンツ配信サーバ１００ａの処理の詳細）
　この応用例では、コンテンツ選択指示とは関係なく、コンテンツ再生装置２００からの
全コンテンツに関するコンテンツ情報の配信指示を受けた際のコンテンツ配信サーバ１０
０ａの処理について説明する。
【０１６９】
　図３３に示すように、Ｓ１７０１の処理に続いて、入力処理部１１３は、全コンテンツ
の選択指示か否かを判定する（Ｓ１７０２）。指示が全コンテンツの選択指示ではない場
合（ＮＯ）、Ｓ１７０８の処理に進む。指示が全コンテンツの選択指示である場合（ＹＥ
Ｓ）、入力処理部１１３は、全コンテンツの選択指示を情報選択部１１２に出力する。
【０１７０】
　情報選択部１１２は、コンテンツ選択指示に基づいて、当該コンテンツ選択指示を送信
したコンテンツ再生装置２００を特定する（Ｓ１７０３）。情報選択部１１２は、特定し
たコンテンツ再生装置２００に対応する図６のような一覧表から、タイトル、配信履歴情
報および配信済比率のすべてを取得する（Ｓ１７０４）。情報選択部１１２は、これらの
タイトル、配信履歴情報および配信済比率のすべてをネットワーク通信部１１７に出力す
る。ネットワーク通信部１１７は、これらのタイトル、配信履歴情報および配信済比率の
すべてをコンテンツ再生装置２００に送信する（Ｓ１７０５）。この後、コンテンツ配信
サーバ１００ａは、Ｓ１７０６～Ｓ１７１０の処理を実行する。
【０１７１】
　（コンテンツ再生装置２００の処理の詳細）
　図３４に示すように、Ｓ２７０１～Ｓ２７０２の処理に基づいて、画像データ表示部２
１４は、図３５のように、すべてのタイトル、配信履歴情報および配信済比率を表示する
（Ｓ２６０３）。この後、コンテンツ再生装置２００は、Ｓ２６０４～Ｓ２６０９の処理
を実行する。
【０１７２】
　（応用例の作用・効果）
　以上のように、コンテンツ配信システム１ａにおいて、コンテンツ配信サーバ１００ａ
は、格納されているすべてのコンテンツに関するコンテンツ情報をコンテンツ再生装置２
００に提供できる。したがって、ユーザは、コンテンツ配信サーバ１００ａに格納されて
いるすべてのコンテンツに関する情報を、一時に確認することができる。よって、特定の
コンテンツに関連するコンテンツの情報だけでなく、コンテンツのユーザによる配信状況
を確認できる。
【０１７３】
　（コンテンツ再生装置２００における表示の例）
　図３５において、すべてのタイトルに関する情報を、スクロールバーをドラッグするこ
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とによってスクロール表示する例が示されている。しかし、これは、コンテンツ再生装置
２００における表示の一例に過ぎない。例えば、１つのカテゴリに属するタイトルを１画
面に表示して、カテゴリの数だけ切り替え表示してもよい。
【０１７４】
　（本実施形態の変形例）
　本実施形態のコンテンツ配信システム１ａでは、配信済比率算出部１２０は、コンテン
ツ配信サーバ１００ａ～１００ｃに備えられている。しかし、配信済比率は、コンテンツ
再生装置において算出され得る。このようなコンテンツ配信システム１ａ’について、図
３６および図３７を参照して以下に説明する。図３６は、コンテンツ配信システム１ａ’
の要部構成を示すブロック図である。
【０１７５】
　（コンテンツ配信システム１ａ’）
　図３６に示すようにコンテンツ配信システム１ａ’は、コンテンツ配信サーバ１００お
よびコンテンツ再生装置２００ａを備えている。つまり、コンテンツ配信システム１ａ’
は、実施形態１のコンテンツ配信システム１ａとはコンテンツ再生装置２００ａを備えて
いる点において異なっている。よって、コンテンツ配信サーバ１００の説明は省略する。
【０１７６】
　（コンテンツ再生装置２００ａ）
　図３６に示すように、コンテンツ再生装置２００ａは、コンテンツ再生装置２００の構
成に加えて、配信済比率算出部２１６をさらに備えている。この構成の詳細については後
述する。
【０１７７】
　（コンテンツ情報配信処理の詳細）
　コンテンツ配信システム１ａ’におけるコンテンツ情報配信処理について図３７を参照
して以下に説明する。図３７は、コンテンツ再生装置２００ａの処理の詳細を説明するフ
ローチャートである。図３７に示されている処理のうち、Ｓ２２０１～Ｓ２２０２および
Ｓ２２０３～Ｓ２２０９は、図１５のＳ２２０１～Ｓ２２０９と同じ処理である。すなわ
ち、処理Ｓ２２０２．５がＳ２２０２とＳ２２０３の間に挿入されているだけである。し
たがって、処理Ｓ２２０２．５についてのみ以下に詳述する。
【０１７８】
　（コンテンツ再生装置２００ａの処理の詳細）
　図３７に示すように、サーバからタイトル名、カテゴリ名および配信履歴を受信すると
、入力処理部２１３は、サーバからタイトル名、カテゴリ名および配信履歴を配信済比率
算出部２１６に出力する。配信済比率算出部２１６は、配信履歴に基づいてカテゴリに属
するコンテンツの配信済比率を上述のように算出する（Ｓ２２０２．５）。
【０１７９】
　配信済比率算出部２１６は、タイトル名、カテゴリ名、配信履歴および算出した配信済
比率を画像データ表示部２１４に出力する。この後、コンテンツ再生装置２００ａは、Ｓ
２２０３～Ｓ２２０８を行って、処理を終了する。
【０１８０】
　以上のように、コンテンツ再生装置２００ａを採用すれば、サーバによって配信済比率
を算出する必要がない。なお、算出された配信済比率情報は、表示が終了した後に削除し
ても、コンテンツデータ記憶部２１１に記憶させても、コンテンツ配信サーバ１００に送
信して、記憶させてもよい。
【０１８１】
　（本実施形態の変形例）
　本実施形態に係る配信済比率情報は、実施形態１の商品情報配信システム１’と同様に
、商品購入サービスにも適用可能である。この場合、例えば、配信済比率情報ではなく、
購入済比率情報として商品情報表示装置２００’に送信され得る。これによって、本実施
形態と同様の効果を奏する。また、本実施形態に記載の配信済比率情報の詳細、応用例お
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よび変形例は、配信済比率情報を購入済比率情報に置き換えることによって、商品情報配
信システム１’に適用可能である。
【０１８２】
　〔実施形態３〕
　本発明に係る第３の実施形態について、図３８～図４７を参照して以下に説明する。
【０１８３】
　（コンテンツ配信システム１ｄの構成）
　本実施形態に係るコンテンツ配信システムについて図３８を参照して以下に説明する。
図３８は、本発明の一実施形態に係るコンテンツ配信システム１ｄの要部構成を示すブロ
ック図である。図３８に示されるように、本実施形態に係るコンテンツ配信システム１ｄ
は、コンテンツ配信サーバ１００ｄを備える点において第１の実施形態と異なっている。
このため、コンテンツ再生装置２００の構成については省略する。
【０１８４】
　（コンテンツ配信サーバ１００ｄ）
　図３８に示すように、コンテンツ配信サーバ１００ｄは、コンテンツ配信サーバ１００
の構成に加えて、配信済タイトル数算出部１２４をさらに備えている。配信済タイトル数
算出部１２４における処理の詳細については後述する。
【０１８５】
　（コンテンツ情報配信処理の詳細）
　コンテンツ配信システム１ｄにおけるコンテンツ情報配信処理について図３９および図
４０を参照して以下に説明する。図３９は、コンテンツ配信サーバ１００ｄが、コンテン
ツに関する情報を送信する際の処理の流れを示すフローチャートである。また、図４０は
、コンテンツ再生装置２００が、コンテンツ配信サーバ１００ｄからのコンテンツに関す
る情報を表示する際の処置の流れを示すフローチャートである。図３９に示されている処
理のうち、Ｓ１８０１～Ｓ１８０４、Ｓ１８０７～Ｓ１８０９、およびＳ１８１１は、図
４のＳ１１０１～Ｓ１１０４、Ｓ１１０７～Ｓ１１０９およびＳ１１１１と同じ処理であ
る。また、図４０に示されている処理のうち、Ｓ２８０１～Ｓ２８０２およびＳ２８０４
～Ｓ２８０９は、図５のＳ２１０１～Ｓ２１０２およびＳ２１０４～Ｓ２１０９と同じ処
理である。よって、ここではＳ１８０５～Ｓ１８０６、Ｓ１８１０およびＳ２８０３につ
いてのみ処理の詳細を説明する。
【０１８６】
　（コンテンツ配信サーバ１００ｄの処理の詳細）
　図３９に示すように、Ｓ１８０１～Ｓ１８０４の処理に基づいて、情報選択部１１２は
、選択されたコンテンツが属するカテゴリのタイトル、配信履歴情報、タイトルの総数お
よび配信済タイトルの数を、コンテンツ情報記憶部から取得する（Ｓ１８０５）。なお、
本実施形態のコンテンツ情報記憶部１１１には、図１６における配信済比率の代わりに、
１つのカテゴリに属するタイトルの総数および配信済タイトルの数が記録された一覧表が
記憶されている。
【０１８７】
　情報選択部１１２は、選択されたコンテンツが属するカテゴリのタイトル、配信履歴情
報、タイトルの総数および配信済タイトルの数を、ネットワーク通信部１１７に出力する
。ネットワーク通信部１１７は、同じカテゴリのタイトル、配信履歴情報、タイトルの総
数および配信済タイトルの数を、コンテンツ再生装置２００に送信する（Ｓ１８０６）。
【０１８８】
　そして、Ｓ１８０７～Ｓ１８０９の処理が終了すると、ネットワーク通信部１１７は、
配信先のコンテンツ再生装置２００の情報、配信したコンテンツのタイトル、当該コンテ
ンツが配信済であることを表す情報を配信履歴情報管理部１１４に出力する。配信履歴情
報管理部１１４は、配信先のコンテンツ再生装置２００の情報に基づいて、上述のような
コンテンツ情報の一覧表をコンテンツ情報記憶部１１１から取得する。配信履歴情報管理
部１１４は、入力されたタイトルと関連付けられている配信履歴情報を「配信済」に変更
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し、かつ配信日を付加する。そして、配信履歴情報管理部１１４は、更新した一覧表を配
信済タイトル数算出部１２４に出力する。配信済タイトル数算出部１２４は、更新された
配信履歴情報が含まれるカテゴリに属する配信済を表す配信履歴情報の数を算出して、配
信済タイトルの数を更新する。配信済タイトル数算出部１２４は、コンテンツ情報記憶部
１１１に記憶されている一覧表に、変更した一覧表を上書きする（Ｓ１８１０）。
【０１８９】
　（コンテンツ再生装置２００の処理の詳細）
　図４０に示すように、Ｓ２８０１～Ｓ２８０２の処理に基づいて、入力処理部２１３は
、選択されたコンテンツが属するカテゴリのタイトル、配信履歴情報、タイトルの総数お
よび配信済タイトルの数を、画像データ表示部２１４に出力する。画像データ表示部２１
４は、同じカテゴリのタイトル、配信履歴情報、タイトルの総数および配信済タイトルの
数を表示する（Ｓ２８０３）。このような場合に、画像データ表示部２１４は、図４１、
図７（ａ）および図７（ｂ）を合わせたような表示、または複数の画面に分けた表示を行
う。これは、「ＡＡ主演映画」および「ＤＤ監督映画」の両方に属する「結末」を選択し
た場合の表示である（例えば、図１６などを参照すればよい）。この後、コンテンツ再生
装置２００は、Ｓ２８０４～Ｓ２８０９の処理を実行する。
【０１９０】
　（応用例の作用・効果）
　以上のように、コンテンツ配信システム１ｄにおいて、コンテンツ配信サーバ１００ｄ
は、選択されたコンテンツのタイトルが属するカテゴリの全タイトル数に対する配信済タ
イトル数をさらにコンテンツ再生装置２００に送信する。これによって、ユーザは、同じ
カテゴリに属する複数のコンテンツのうちどれだけが配信済および未配信であるのかを数
値として容易に把握できる。
【０１９１】
　このように、本実施形態によれば、ユーザの興味に合わせたコンテンツに関する情報を
より詳細かつ適切に提供して、コンテンツ配信システム１ｄの利便性および利用頻度をさ
らに向上させることができる。また、コンテンツ配信サーバ１００ｄの管理者にとっては
、利用頻度の向上に伴い、さらなる利益の向上に繋がる。
【０１９２】
　（配信済タイトル数の利用の応用例）
　配信済タイトル数をさらに提供することは、配信済タイトル数を利用する一例に過ぎな
い。例えば、配信済タイトル数が規定の基準値に達した場合に、当該基準値に応じた特典
に関する情報をさらにユーザに提供してもよい。このような処理を実現するコンテンツ配
信システム１ｅの構成および処理について図４２～図４７を参照して以下に説明する。
【０１９３】
　（コンテンツ配信システム１ｅ）
　図４２に示すように、コンテンツ配信システム１ｅは、コンテンツ配信サーバ１００ｅ
、コンテンツ再生装置２００および特典提供サーバ１０１を備えている。つまり、コンテ
ンツ配信システム１ｅは、コンテンツ配信システム１ｄとはコンテンツ配信サーバ１００
ｅおよび特典提供サーバ１０１を備える点が異なっている。よって、コンテンツ再生装置
２００の説明は省略する。
【０１９４】
　（コンテンツ配信サーバ１００ｅ）
　図４２に示すように、コンテンツ配信サーバ１００ｅは、コンテンツ配信サーバ１００
ｄに加えて、特典情報管理部１２１および配信済タイトル数判定部１２５をさらに備えて
いる。
【０１９５】
　（コンテンツ情報配信処理の詳細）
　コンテンツ配信システム１ｅにおけるコンテンツ情報配信処理について図４３～図４５
を参照して以下に説明する。図４３は、コンテンツ配信サーバ１００ｅ、コンテンツに関
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する情報を送信する際の処理の流れを示すフローチャートである。また、図４４は、コン
テンツ再生装置２００が、コンテンツ配信サーバ１００ｅからのコンテンツに関する情報
を表示する際の処置の流れを示すフローチャートである。図４５は、図４３のＳ１９０８
の処理に詳細を示すフローチャートである。図４６は、図４４のＳ２９０４の処理に詳細
を示すフローチャートである。図４３に示されている処理のうち、Ｓ１９０１～Ｓ１９０
５およびＳ１９０８～Ｓ１９１３は、図３９のＳ１８０１～Ｓ１８１１と同じ処理である
。また、図４４に示されている処理のうち、Ｓ２９０１～Ｓ２９０２およびＳ２９０６～
Ｓ２９１１は、図４０のＳ２８０１～Ｓ２８０８と同じ処理である。また、図４５に示さ
れている処理のうち、Ｓ１９０８ｃ～Ｓ１９０８は、図２３のＳ１４０８ｃ～Ｓ１４０８
ｄと同じ処理である。また、図４６に示されている処理のうち、Ｓ２９０４ｂ～Ｓ２９０
４ｄは、図２４のＳ１４０８ｂ～Ｓ１４０８ｄと同じ処理である。よって、ここではＳ１
９０６～Ｓ１９０８、Ｓ１９０８ａ～Ｓ１９０８ｂ、Ｓ２９０３～Ｓ２９０５およびＳ２
９０４ａについてのみ処理の詳細を説明する。
【０１９６】
　（コンテンツ配信サーバ１００ｅの処理の詳細）
　この応用例において、コンテンツ情報記憶部１１１には、各コンテンツ再生装置と対応
する特典情報の一覧、および特典情報がさらに記憶されている。ここで、上記特典情報の
一覧は、図２５に示される一覧のうち３つの基準値が、５０％、７５％および１００％と
いった配信済比率ではなくて、２件、３件および４件といった配信済タイトル数に変更さ
れたものである。また、選択されたコンテンツが「ＡＡ主演映画」に属する「結末」であ
る場合を例にして説明する。
【０１９７】
　図４３に示すように、Ｓ１９０１～Ｓ１９０５に続いて、情報選択部１１２は、取得し
たカテゴリ名およびその配信済タイトル数を配信済タイトル数判定部１２５に出力する。
配信済タイトル数判定部１２５は、出力された配信済タイトル数が３つの基準値（４件、
３件および２件）のいずれかに達しているか否かを判定する（Ｓ１９０６）。配信済タイ
トル数がいずれの基準値にも達していない場合（ＮＯ）、配信済タイトル数判定部１２５
は、取得した各情報のネットワーク通信部１１７への出力を情報選択部１１２に指示する
。その後、Ｓ１９０８～Ｓ１９１３の処理を実行する。
【０１９８】
　配信済タイトル数が３つの基準値のいずれかに達している場合（ＹＥＳ）、配信済タイ
トル数判定部１２５は、配信済タイトル数が達している基準値のすべておよびカテゴリ名
を特典情報管理部１２１に出力して、コンテンツ再生装置２００への特典情報の提供を指
示する。特典情報管理部１２１は、特典情報提供の処理を実行する（Ｓ１９０７）。
【０１９９】
　コンテンツ配信サーバ１００における特典情報提供の処理の詳細について、図４５を参
照して以下に説明する。図４５は、図４３のＳ１９０８の処理に詳細を示すフローチャー
トである。ここでは、コンテンツ再生装置から「結末」が選択され、かつカテゴリ１の配
信済タイトル数が３件である（基準値の１つに達している）場合の例を説明する。つまり
、図４３のＳ１９０６において、配信済タイトル数判定部１２５は、選択された「結末」
が属するカテゴリの配信済タイトル数が基準値の３件に達している（ＹＥＳ）と判定する
。このため、コンテンツ配信サーバ１００ｅは、基準値の３件に関する特典情報提供の処
理を実行する（Ｓ１９０７）。
【０２００】
　図４５に示すように、特典情報管理部１２１は、上記特典情報の一覧をコンテンツ情報
記憶部１１１から取得する。特典情報管理部１２１は、コンテンツ再生装置２００に対し
て、選択されたコンテンツの属するカテゴリＡＡ主演映画の基準値（２件、３件）に対応
する特典サイトＵＲＬ（特典情報）が未送信または送信済であるかを判定する（Ｓ１９０
７ａ）。基準値２件の特典情報は送信済であるが、現在の基準値３件の特典情報が未送信
なので（ＹＥＳ）、特典情報管理部１２１は、コンテンツ情報記憶部１１１から特典サイ
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トＢのＵＲＬを取得する（Ｓ１９０７ｂ）。特典情報管理部１２１は、特典サイトＢのＵ
ＲＬをネットワーク通信部１１７に出力する。ネットワーク通信部１１７は、特典サイト
ＢのＵＲＬをコンテンツ再生装置２００に送信する（Ｓ１９０７ｃ）。特典情報管理部１
２１は、取得した一覧のうち、コンテンツ再生装置２００に対応する「ＡＡ主演映画」の
特典サイトＢの欄を「済」に変更して、コンテンツ情報記憶部１１１の一覧に上書きして
送信履歴を更新する（Ｓ１９０７ｄ）。これらの処理が終了すると、図４３のＳ１９０８
に戻る。
【０２０１】
　ここでは、基準値が２件および３件の場合について説明したが、基準値が、例えば１件
の間隔を有する２件、４件および６件である場合、以下のように処理される。配信済タイ
トル数判定部１２５がＡＡ主演映画の配信済タイトル数を基準値を超えた３件と判定する
（ＹＥＳ）ので、コンテンツ配信サーバ１００ｅは、特典情報提供の処理を実行する（Ｓ
１９０７）。特典情報管理部１２１は、特典情報の一覧をコンテンツ情報記憶部１１１か
ら取得して、コンテンツ再生装置２００対して、カテゴリＡＡ主演映画の基準値（２件）
に対応する特典サイトＵＲＬが未送信または送信済であるかを判定する（Ｓ１９０７ａ）
。基準値２件に対応する特典サイトＡのＵＲＬがコンテンツ再生装置２００に送信済（Ｎ
Ｏ）なので、コンテンツ配信サーバ１００ｅは特典情報提供の処理を終了して図４３のＳ
１９０８に戻る。基準値の４件および６件を満たしていないので、当然、配信済タイトル
数判定部１２５による判定は「ＮＯ」であり、特典情報提供の処理自体が行われない。
【０２０２】
　（コンテンツ再生装置２００の処理の詳細）
　図４４に示すように、Ｓ２９０１～Ｓ２９０２の処理に基づいて、入力処理部２１３は
、コンテンツ配信サーバ１００から受信した情報が特典サイトであるか否かを判定する（
Ｓ２９０３）。情報がタイトル、配信履歴情報および配信履歴情報である場合（ＮＯ）、
コンテンツ再生装置２００は、Ｓ２９０５～Ｓ２９１１の処理を実行する。
【０２０３】
　情報が特典情報である場合（ＹＥＳ）、特典情報提供の処理が実行される（Ｓ２９０４
）。コンテンツ再生装置２００における特典情報提供の詳細について、図４６を参照して
以下に説明する。図４６は、図４４のＳ２９０４の処理に詳細を示すフローチャートであ
る。ここでは、「結末」の選択をコンテンツ配信サーバ１００に指示して、「ＡＡ主演映
画」に属するタイトルの配信済タイトル数が３件に達している場合を例に説明する。
【０２０４】
　図４６に示すように、入力処理部２１３は、受信した特典情報を画像データ表示部２１
４に出力する。画像データ表示部２１４は、出力された特典情報を図４７（ａ）のように
表示する（Ｓ２９０４ａ）。図４７（ａ）は、画像データ表示部２１４における表示の例
を示している。受信した特典情報には特典サイトＢのＵＲＬが含まれているので、例えば
、図４７（ａ）の「３件達成特典」の表示箇所に特典サイトＢへのリンクが貼られている
。この状態において、コンテンツ再生装置２００は待機状態になる。その後、コンテンツ
再生装置２００は、Ｓ２９０４ｂ～Ｓ２９０４ｄの処理を実行して、図４４のＳ２４０５
に戻る。
【０２０５】
　（応用例の作用・効果）
　以上のように、本応用例のコンテンツ配信システム１ｅにおいて、コンテンツ配信サー
バ１００ｅは、選択されたコンテンツのタイトル（コンテンツ情報）が属するカテゴリの
配信済タイトル数に応じた特典情報をさらにコンテンツ再生装置２００に送信する。これ
によって、ユーザは、コンテンツ配信サーバ１００ｅの利用頻度にしたがって、種々の特
典を受けることができる。
【０２０６】
　例えば、種々の特典とはユーザのコンテンツ配信サーバ１００ｅに応じたサービスポイ
ントの付与または配信料金の割引などである。これによってユーザは、ユーザにとって興
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味のあるコンテンツ以外にも、ある規定値を満たして、種々の特典を得るためのコンテン
ツの選択に関心を寄せる。
【０２０７】
　このように、本応用例によれば、ユーザの興味に加えて、利用頻度の高いユーザに特典
を付与してさらに利用頻度を向上させる情報をさらに提供できる。また、コンテンツ配信
サーバ１００ｅの管理者にとっては、利用頻度の向上に伴い、さらなる利益の向上に繋が
る。
【０２０８】
　（配信済タイトル数の利用の応用例）
　上述のような特典情報の提供は、配信済比率を応用する一例に過ぎない。例えば、現在
の配信済タイトル数および仮想の配信済タイトル数と特典情報の提供とを組み合わせて、
ユーザに提供してもよい。このような場合の処理は、（配信済比率の利用の応用例）の項
において説明した処理を一部変更すれば実現可能である。具体的には、配信済比率を配信
済タイトル数に変更し、配信済比率算出部１２０を配信済タイトル数算出部１２４に変更
し、配信済比率判定部１２２を配信済タイトル数判定部１２５に変更すればよい。この場
合、コンテンツ再生装置に２００は、図４７（ｂ）のように現在の配信済タイトル数およ
び仮想の配信済タイトル数と特典情報の提供とを組み合わせて表示する。
【０２０９】
　（応用例の作用・効果）
　以上のように、本応用例のコンテンツ配信システム１ｅにおいて、コンテンツ配信サー
バ１００ｅは、現在の配信済タイトル数に加えて仮想（配信後）の配信済タイトル数をコ
ンテンツ再生装置２００に送信する。これによって、ユーザは、コンテンツの配信を要求
することによって変動する配信済タイトル数までを把握して、コンテンツを選択できる。
このため、ユーザにとって関心のあるコンテンツに加えて、あるカテゴリをコンプリート
するために必要なコンテンツにもユーザの関心を引きつけることができる。
【０２１０】
　〔実施形態４〕
　本発明に係る第４の実施形態について、図４９～図５２を参照して以下に説明する。
【０２１１】
　（コンテンツ配信システム２の構成）
　本実施形態に係るコンテンツ配信システムについて図４９を参照して以下に説明する。
図４９は、本発明の一実施形態に係るコンテンツ配信システム２の要部構成を示すブロッ
ク図である。図４９に示されるように、本実施形態に係るコンテンツ配信システム２は、
コンテンツ配信サーバ１００ｆを備える点において実施形態２と異なっている。このため
、コンテンツ再生装置２００の構成については省略する。
【０２１２】
　（コンテンツ配信サーバ１００ｆ）
　図４９に示すように、コンテンツ配信サーバ１００ｆは、コンテンツ配信サーバ１００
ａの構成のうち、情報選択部１１２の代わりに、カテゴリ情報選択部１２６を備えている
。カテゴリ情報選択部１２６における処理の詳細については後述する。
【０２１３】
　（コンテンツ情報配信処理の詳細）
　コンテンツ配信システム２におけるコンテンツ情報配信処理について図５０および図５
１を参照して以下に説明する。図５０は、コンテンツ配信サーバ１００ｆが、カテゴリに
関する情報を送信する際の処理の流れを示すフローチャートである。また、図５１は、コ
ンテンツ再生装置２００が、コンテンツ配信サーバ１００ｆからのコンテンツに関する情
報を表示する際の処置の流れを示すフローチャートである。図５０に示されている処理の
うち、Ｓ３１０１、Ｓ３１０３、およびＳ３１０７～Ｓ３１１１は、図１４のＳ１２０１
、Ｓ１２０３、Ｓ１１０７～Ｓ１１１１と同じ処理である。また、図５１に示されている
処理のうち、Ｓ４１０２、Ｓ４１０４～Ｓ４１１０は、図１５のＳ２２０２、Ｓ２２０４
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～Ｓ２１０９と同じ処理である。よって、ここではＳ３１０２、Ｓ３１０４～Ｓ３１０６
、Ｓ４１０１およびＳ４１００３についてのみ処理の詳細を説明する。
【０２１４】
　（コンテンツ配信サーバ１００ｄの処理の詳細）
　図５０に示すように、Ｓ３１０１の処理に基づいて、入力処理部１１３は、指示を受け
るとその指示内容を特定する（Ｓ３１０２）。指示がカテゴリ選択指示である場合（ＹＥ
Ｓ）、入力処理部１１３は、カテゴリ選択指示をカテゴリ情報選択部１２６に出力する。
指示がカテゴリコンテンツ選択指示ではない場合（ＮＯ）の処理については、実施形態２
を参照すればよい。
【０２１５】
　カテゴリ情報選択部１２６は、指示に含まれるコンテンツ再生装置２００を特定するＩ
Ｄなどによって、選択指示を送信したコンテンツ再生装置２００を特定する（Ｓ３１０３
）。カテゴリ情報選択部１２６は、特定したコンテンツ再生装置２００と対応する、カテ
ゴリの一覧表をコンテンツ情報記憶部１１１から取得し、選択されたカテゴリのカテゴリ
情報を特定する（Ｓ３１０４）。ここで、カテゴリ選択指示にはカテゴリ名、カテゴリの
ＩＤおよびカテゴリ名を検索するキーワードなどのカテゴリを表す情報が含まれている。
そして、コンテンツ情報記憶部１１１には、図１６に示すような、カテゴリ情報であるカ
テゴリ名を含む一覧表が格納されている。したがって、カテゴリ情報選択部１２６は、カ
テゴリ選択指示に含まれる情報に基づいて、選択されたカテゴリ名を特定する。ここでは
、図１６のカテゴリ「ＡＡ主演映画」が選択されている場合について説明する。なお、図
１６のような一覧表の作成の詳細については、実施形態１および２を参照すればよい。
【０２１６】
　カテゴリ情報選択部１２６は、カテゴリ名「ＡＡ主演映画」および当該カテゴリの配信
済比率を取得する（Ｓ３１０５）。カテゴリ情報選択部１２６は、取得したカテゴリ名お
よび当該カテゴリの配信済比率をネットワーク通信部１１７に出力する。ネットワーク通
信部１１７は、出力されたカテゴリ名および当該カテゴリの配信済比率をコンテンツ再生
装置２００に送信する（Ｓ３１０６）。その後、コンテンツ配信サーバ１００ｆは、Ｓ３
１０７～Ｓ３１１１の処理を実行する。
【０２１７】
　（コンテンツ再生装置の処理の詳細）
　図５１に示すように、入力装置２５０であるリモコンからカテゴリ選択指示を受けると
、入力処理部２１３は、ネットワーク通信部２１２にカテゴリ選択指示の送信指示を出力
する。ネットワーク通信部２１２は、コンテンツ配信サーバ１００ｆに図１６のカテゴリ
名「ＡＡ主演映画」を選択するカテゴリ選択指示を送信する（Ｓ４１０１）。ネットワー
ク通信部２１２は、コンテンツ配信サーバ１００ｆからのデータ送信の有無を検出する（
Ｓ４１０２）。コンテンツ配信サーバ１００ｆからデータ送信があると（ＹＥＳ）、ネッ
トワーク通信部２１２は、入力処理部２１３にカテゴリ名およびその配信済比率に関する
データを出力する。コンテンツ配信サーバ１００ｆからデータが未送信であると（ＮＯ）
、コンテンツ再生装置２００は待機を続ける。入力処理部２１３は、これらのデータを画
像データ表示部２１４に出力する。画像データ表示部２１４は、図５２に示すようにカテ
ゴリ名およびその配信済比率を表示する（Ｓ４１０３）。その後、コンテンツ再生装置は
、Ｓ４１０４～Ｓ４１１０の処理を実行する。
【０２１８】
　（本実施形態の作用・効果）
　以上のように、コンテンツ配信システム２において、コンテンツ配信サーバ１００ｆは
、選択されたカテゴリ（カテゴリ情報）および当該カテゴリの配信済比率をコンテンツ再
生装置２００に送信する。これによって、ユーザは、同じカテゴリに属する複数のコンテ
ンツのうちどれだけが配信済および未配信であるのかを数値として容易に把握できる。
【０２１９】
　例えば、ユーザによっては、同じカテゴリに属する配信済のコンテンツの比率が高まる
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につれて、当該比率を１００％にしよう（同じカテゴリに属するすべてのコンテンツの受
信または視聴しよう、他の表現では、コンプリートしよう）という気持ちも高まる可能性
がある。このようなユーザは、短期間に集中してコンテンツの配信を受けようとするので
、興味のあるカテゴリに属するコンテンツの見忘れの防止に寄与する。
【０２２０】
　このように、本実施形態によれば、ユーザの興味に合わせたコンテンツに関する情報を
より詳細かつ適切に提供して、コンテンツ配信システム２の利便性および利用頻度をさら
に向上させることができる。また、コンテンツ配信サーバ１００ｆの管理者にとっては、
利用頻度の向上に伴い、さらなる利益の向上に繋がる。
【０２２１】
　（コンテンツ配信システムにおける他の処理・構成）
　上述のように、コンテンツ配信システム２は、コンテンツ配信サーバ１００ｆが、コン
テンツ配信サーバ１００ａの構成のうち、コンテンツ選択情報１１２の代わりに、カテゴ
リ情報選択部１２６を備える点において、実施形態２と異なっている。よって、コンテン
ツ配信サーバ１００ａの構成を、実施形態２および３におけるコンテンツ配信サーバ１０
０ｂ～１００ｅに適宜変更可能なように、コンテンツ配信サーバ１００ｆにも同様の構成
の変更が適用可能である。
【０２２２】
　（カテゴリ情報の選択の変形例１）
　本実施形態では、カテゴリ情報の選択指示は、ユーザによる入力装置２５０の操作にし
たがって、コンテンツ再生装置２００から送信されると説明しているが、これはカテゴリ
情報の選択指示の一例に過ぎない。実施形態１の（コンテンツ選択指示の例）にすでに記
載した通り、ユーザによる特定のコンテンツまたはカテゴリの選択がなくとも、コンテン
ツ再生装置２００は、コンテンツ配信サーバ１００ｆにコンテンツまたはカテゴリの選択
指示を送信し得る。ここでは、ユーザがコンテンツ再生装置２００を起動させた際に、カ
テゴリ選択指示が、コンテンツ配信サーバ１００ｆへ自動的に送信される場合を説明する
。このカテゴリ選択指示は、コンテンツ再生装置２００に対する配信済比率が最も高いカ
テゴリの情報を選択する指示である。
【０２２３】
　なお、この変形例はコンテンツ配信システム２によって実現可能である。そして、その
処理は図５０および図５１の処理の詳細と類似である。具体的には以下の（１）～（２）
が異なる類似の処理である。（１）図５０のＳ３１０４において、最も配信済比率の高い
カテゴリを表すカテゴリ情報が特定されること。（２）Ｓ４１０１におけるカテゴリ選択
指示が、最も配信済比率の高いカテゴリを選択する指示であり、コンテンツ再生装置２０
０の起動によって自動的に送信されること。よって、処理の詳細の説明は省略する。
【０２２４】
　本変形例１によれば、ユーザは、コンテンツ再生装置２００の起動の直後にカテゴリの
推薦を受けることができる。例えば、本変形例１は、ユーザが特に視聴したいコンテンツ
を絞っておらず、能動的なサービスの提供を望んでいる場合などに有効である。
【０２２５】
　なお、ここでは、最も配信済比率が高いカテゴリを自動選択する場合について説明した
が、カテゴリ選択指示は、他の基準にしたがってカテゴリを選択する指示であり得る。他
の基準として使用し得るのは、例えば、コンテンツ配信サーバ１００ｆへの登録日が最も
新しいコンテンツが属するカテゴリ、および属するコンテンツ数が最も多いカテゴリなど
である。
【０２２６】
　さらに、このような基準は、カテゴリの選択だけでなく、コンテンツの選択に使用し得
る。この場合の基準の例としては、コンテンツ配信サーバ１００ｆへの登録日が最も新し
いコンテンツ、配信を受けるとあるカテゴリの配信済比率が１００％になるコンテンツ、
配信を受けると特典情報が得られるコンテンツなどが挙げられる。
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【０２２７】
　また、これまでに説明したようなコンテンツおよびカテゴリの一覧からユーザが所望の
コンテンツまたはカテゴリを選択するのではなく、このような基準をコンテンツ再生装置
２００が表示することによって、ユーザが所望する基準を選択して、コンテンツ配信サー
バ１００ｆにコンテンツまたはカテゴリの選択指示を送信してもよい。
【０２２８】
　（カテゴリ情報の選択の変形例２）
　上記変形例１では、配信済比率情報が表す数値が同じ場合に、複数のカテゴリが特定さ
れる。これによって、複数のカテゴリ情報がユーザに提供されると、表示されるあまりに
コンテンツ数が多くなりすぎることがある。（複数のカテゴリに属する）あまりに多くの
コンテンツを推薦されても、ユーザにとって有益な情報にはならない。よって、１つのカ
テゴリに絞ってユーザに情報提供することが好ましい。このような好ましい情報提供を行
うコンテンツ配信システムの処理の詳細について図５３を参照して説明する。このような
コンテンツ配信システムは、コンテンツ配信システム２と同じ構成によって実現可能であ
るので、説明は省略する。また、コンテンツ再生装置２００の処理も同じなので説明を繰
り返さない。
【０２２９】
　図５３は、コンテンツ配信サーバ１００ｆの本変形例２に係る処理の詳細を説明するフ
ローチャートである。図５３に示すように、複数のカテゴリ情報が特定された否かの判定
（Ｓ３２０６）、および複数のカテゴリ情報がある場合に１つに絞る処理（Ｓ３２１２）
が追加されている点を除いて、変形例１の処理と同一である。よって、Ｓ３２０６および
Ｓ３２１２の詳細のみを説明する。
【０２３０】
　Ｓ３２０５においてカテゴリ名および配信済比率を取得すると、カテゴリ情報選択部１
２６は、取得されたカテゴリ名が１つであるか否かを判定する（Ｓ３２０６）。「ＹＥＳ
」である場合、カテゴリ情報選択部１２６は、カテゴリ名および配信済比率をネットワー
ク通信部１１７に出力する。以降の処理は図５０およびその説明を参照すればよい。
【０２３１】
　Ｓ３２０６において「ＮＯ」の場合、カテゴリ情報選択部１２６は、複数のカテゴリ情
報のうち、最も新しくコンテンツ配信サーバ１００ｆに登録されたコンテンツを表すコン
テンツ情報が属するカテゴリを表すカテゴリ情報を１つ選択する（Ｓ３２１２）。カテゴ
リ情報選択部１２６は、選択されたカテゴリ名およびその配信済比率をネットワーク通信
部１１７に出力する。以降の処理は図５０およびその説明を参照すればよい。
【０２３２】
　本変形例２によれば、コンテンツ配信システム２は、ユーザが特定のコンテンツを選択
しやすい適度な数のコンテンツを推薦できる。よって、確実にユーザにとって有益な情報
を提供できる。
【０２３３】
　ここでは、カテゴリ情報が選択される基準は、最も新しくコンテンツ配信サーバ１００
ｆに登録されたコンテンツを表すコンテンツ情報が属するカテゴリを表すカテゴリ情報で
あることである。この基準の他の例としては、上記コンテンツ情報が新作のコンテンツを
表し、上記カテゴリに属する新作のコンテンツ数が多いことが挙げられる。ここで、「新
作」とは、コンテンツの制作日もしくはコンテンツ配信サーバ１００ｆへのコンテンツの
登録日が新しいことであり、（１）現在から遡って１週間以内、もしくはコンテンツ再生
装置２００の前回の起動時から現在までにコンテンツ配信サーバ１００ｆに登録されたこ
と、または（２）コンテンツ配信サーバ１００ｆに登録されているすべてのコンテンツの
うち、登録日が新しい順に所定の数（例えば、１００件）までであることを意味する。よ
って、このような基準に基づいて選択されるカテゴリ情報は、例えば、登録日が新しい順
に所定の数までに含まれるコンテンツを指すコンテンツ名が多く属しているカテゴリ情報
である。
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【０２３４】
　（カテゴリ情報の選択基準の他の例）
　変形例２において使用したカテゴリ情報を１つに絞る他の基準としては、未配信のコン
テンツ数が最小のカテゴリを表すカテゴリ情報を選択することが挙げられる。さらに他の
基準としては、属するコンテンツ数が最小のカテゴリを表すカテゴリ情報を選択すること
が挙げられる。これらの基準によって、最短で配信履歴が１００％に達するカテゴリを表
すカテゴリ情報をユーザに提供できる。
【０２３５】
　なお、変形例２では、１つの基準に基づいてカテゴリ情報を１つに絞る例を挙げて説明
したが、本明細書に記載の種々の基準を組み合わせてカテゴリ情報を１つに絞ってもよい
。このようにすれば、複数のカテゴリ情報がユーザに提供される可能性が極めて低くなり
、コンテンツ配信システム２は、ユーザにとって有益な情報をより確実に提供することが
できる。
【０２３６】
　以上において、主にコンテンツを配信するコンテンツ配信システムを例に挙げて説明し
た。しかし、実施形態１などに説明したように、本発明のシステムは、ショッピングサー
ビスに関する情報をユーザに提供可能である。したがって、ここまでに説明したすべての
実施形態、その変形例、および応用例などは、ショッピングサービスを提供する商品情報
提供システム１’に適宜組み合わせ可能である。
【０２３７】
　（本実施形態に係る重要な構成）
　本実施形態に係るサービス情報配信システム（コンテンツ配信システムまたは商品情報
配信システム）２は、以下のようなサービス情報配信サーバ（コンテンツ配信サーバまた
は商品情報配信サーバ）１００ｆおよびサービス情報表示装置（コンテンツ再生装置また
はサービス情報表示装置）２００を備えていればよい。
【０２３８】
　本実施形態に係るサービス情報配信サーバ１００ｆは、
　複数のサービス内容（コンテンツまたは商品購入案内）のうちいずれかをサービス情報
表示装置２００に配信するサービス情報配信サーバ１００ｆであって、
　上記複数のサービス内容のうちいずれかを個別に表す複数のサービス情報（コンテンツ
情報または商品情報）のそれぞれを、当該サービス情報によって表される上記サービス内
容の利用履歴を表す利用履歴情報と個別に関連付け、かつ上記複数のサービス情報を、当
該複数のサービス情報のいずれかによって個別に表される上記サービス内容のカテゴリを
表すカテゴリ情報に基づいて分類して管理する情報管理手段１１８と、
　上記サービス情報表示装置２００から送信されたカテゴリ選択指示を受信する受信手段
１１７と、
　上記送信されたカテゴリ選択指示によって特定される上記カテゴリ情報を選択するカテ
ゴリ情報選択手段１２６と、
　上記カテゴリごとに、当該カテゴリに属するサービス内容の総数に対する、利用済のサ
ービス内容の数の比率を算出することによって、当該比率を表す比率情報を生成する利用
済比率算出手段（配信済比率算出手段または購入済比率算出手段）１２０と、
　上記カテゴリ選択指示によって特定されるカテゴリを表すカテゴリ情報に上記比率情報
を関連付けて上記サービス情報表示装置２００に送信する送信手段とを備えている。
【０２３９】
　本実施形態に係るサービス情報表示装置２００は、
　サービス情報配信サーバ１００ｆから配信されるサービス内容を表示するサービス内容
表示装置であって、
　上記サービス内容を表すサービス情報が属するカテゴリを選択するカテゴリ選択指示を
上記サービス情報配信サーバ１００ｆに送信する送信手段２１２と、
　上記サービス情報配信サーバ１００ｆから送信されたカテゴリ情報と、当該カテゴリに
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属するサービス内容の総数に対する、利用済のサービス内容の数の比率を表す比率情報と
を、受信する受信手段２１２と、
　上記カテゴリ情報と当該カテゴリの比率情報を、表示する表示手段２１３と
を備えている。
【０２４０】
　（その他の構成）
　なお、本発明は以下の構成によっても実現できる。
【０２４１】
　（第１の構成）
　コンテンツ受信装置からのコンテンツ配信要求に応答して保存しているコンテンツを配
信する配信サーバであって、
　保存しているコンテンツの中で共通の特徴を有するコンテンツを同一カテゴリとして分
類するコンテンツ分類手段と、
前記分類されたコンテンツをコンテンツ受信装置毎に配信済と未配信とに分けて記憶する
配信履歴記憶手段と、
前記配信履歴記憶手段に記憶されている情報を抽出する配信履歴抽出手段と、を備え、
同一カテゴリのコンテンツの配信済、あるいは未配信を示す情報を、前記配信履歴記憶手
段より抽出してコンテンツ受信装置に通知することを特徴とするコンテンツ配信サーバ。
【０２４２】
　（第２の構成）
　前記コンテンツ分類手段は、同一のシリーズを形成するコンテンツを共通の特徴として
、同一カテゴリのコンテンツとして分類することを特徴とする、第１の構成に係るコンテ
ンツ配信サーバ。
【０２４３】
　（第３の構成）
　前記コンテンツ分類手段は、少なくとも、共通の出演者あるいは共通のコンテンツ制作
スタッフを共通の要素として、同一カテゴリのコンテンツとして分類することを特徴とす
る、第１の構成に係るコンテンツ配信サーバ。
【０２４４】
　（第４の構成）
　前記コンテンツ配信サーバは、同一カテゴリのコンテンツの中で配信済のコンテンツの
比率を示す配信済比率をコンテンツ受信装置毎に算出する配信済比率算出手段をさらに備
えることを特徴とする、第１の構成に係るコンテンツ配信サーバ。
【０２４５】
　（第５の構成）
　前記コンテンツ配信サーバは、配信要求されたコンテンツを含む前記カテゴリの当該コ
ンテンツ受信装置に対する配信済比率を、コンテンツ受信装置に通知することを特徴とす
る、第４の構成に係るコンテンツ配信サーバ。
【０２４６】
　（第６の構成）
　前記コンテンツ配信サーバは、配信要求されたコンテンツを含む前記カテゴリの当該コ
ンテンツ受信装置に対する配信済比率が予め決められた値に達したときに、配信済比率に
応じてアクセスできるウェブサイトの情報を、コンテンツ受信装置に通知することを特徴
とする、第４の構成に係るコンテンツ配信サーバ。
【０２４７】
　（第７の構成）
　前記コンテンツ配信サーバは、前記コンテンツ受信装置からの配信済比率通知要求に応
答して当該コンテンツ受信装置に配信したコンテンツに関するカテゴリ毎の配信済比率を
、コンテンツ受信装置に通知することを特徴とする、第４の構成に係るコンテンツ配信サ
ーバ。
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【０２４８】
　（第８の構成）
　前記コンテンツ配信サーバは、前記コンテンツ受信装置からの配信済比率通知要求に応
答して当該コンテンツ受信装置に配信したコンテンツに関する前記カテゴリ毎の配信済比
率の順位を付加して、カテゴリとその配信済比率と、を通知することを特徴とする、第４
の構成に係るコンテンツ配信サーバ。
【０２４９】
　（第９の構成）
　前記コンテンツ配信サーバは、配信要求されたコンテンツと同一カテゴリのコンテンツ
の中で、コンテンツ受信装置に配信済コンテンツ数と当該カテゴリに含まれている全コン
テンツ数とをコンテンツ受信装置毎に通知することを特徴とする、第１の構成に係るコン
テンツ配信サーバ。
【０２５０】
　（第１０の構成）
前記コンテンツ配信サーバは、配信要求されたコンテンツと同一カテゴリの当該コンテン
ツ受信装置に対する配信済コンテンツが予め決められた値に達したときに、配信済コンテ
ンツ数に応じてアクセスできるウェブサイトの情報を、コンテンツ受信装置に通知するこ
とを特徴とする、第８の構成に係るコンテンツ配信サーバ。
【０２５１】
　（第１１の構成）
　コンテンツ配信サーバに、コンテンツ配信を要求してコンテンツを受信するコンテンツ
受信装置であって、自コンテンツ受信装置が要求したコンテンツおよび該コンテンツと同
一カテゴリのコンテンツのタイトルに未配信あるいは配信済を示す情報を付して表示する
ことを特徴とするコンテンツ受信装置。
【０２５２】
　（第１２の構成）
　少なくとも、第１の構成に係るコンテンツ配信サーバと、第１の構成に係るコンテンツ
受信装置がＩＰネットワークを介して接続されることを特徴とするコンテンツ配信システ
ム。
【０２５３】
　（第１３の構成）
　コンテンツ配信サーバに保存しているコンテンツを配信するシステムにおけるコンテン
ツのカテゴリに関する情報を配信するコンテンツ配信サーバにおけるカテゴリ情報配信方
法であって、
保存しているコンテンツの中で共通の特徴を有するコンテンツを同一カテゴリとして分類
するステップと、前記分類されたコンテンツをコンテンツ受信装置毎に配信済と未配信分
けて配信履歴として記憶するステップと、配信要求されたコンテンツおよび該コンテンツ
と同一カテゴリのコンテンツのコンテンツ受信装置に関する配信済、未配信の情報を、前
記記憶した配信履歴より抽出してコンテンツ要求を行ったコンテンツ受信装置に通知する
ステップと、を備えることを特徴とするカテゴリ情報配信方法。
【０２５４】
　（第１４の構成）
　第１３の構成に係るカテゴリ情報配信方法をコンピュータに実行させることを特徴とす
る、カテゴリ情報配信プログラム。
【０２５５】
　（第１５の構成）
　第１４の構成に係るカテゴリ情報配信プログラムの少なくとも一つを記録したコンピュ
ータ読取可能な記録媒体。
【０２５６】
　このように、本実施形態によれば、ユーザの興味に合わせたコンテンツに関する情報を
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より詳細かつ適切に提供して、コンテンツ配信システム１ｅの利便性および利用頻度をさ
らに向上させることができる。また、コンテンツ配信サーバ１００ｅの管理者にとっては
、利用頻度の向上に伴い、さらなる利益の向上に繋がる。
【０２５７】
　なお、本発明は上述した各実施形態に限定されるものではない。当業者は、請求項に示
した範囲内において、本発明をいろいろと変更できる。すなわち、請求項に示した範囲内
において、適宜変更された技術的手段を組み合わせれば、新たな実施形態が得られる。
【０２５８】
　（プログラムおよび記録媒体）
　コンテンツ配信サーバ（サービス情報配信サーバ）１００およびコンテンツ再生装置（
サービス情報表示装置）２００に含まれている各ブロックは、ハードウェアロジックによ
って構成すればよい。または、次のように、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉ
ｎｇ　Ｕｎｉｔ）を用いてソフトウェアによって実現してもよい。
【０２５９】
　すなわちコンテンツ配信サーバ（サービス情報配信サーバ）１００およびコンテンツ再
生装置（サービス情報表示装置）２００は、各機能を実現するプログラムの命令を実行す
るＣＰＵ、このプログラムを格納したＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）、上
記プログラムを実行可能な形式に展開するＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍ
ｏｒｙ）、および、上記プログラムおよび各種データを格納するメモリ等の記憶装置（記
録媒体）を備えている。この構成により、本発明の目的は、所定の記録媒体によっても、
達成できる。
【０２６０】
　この記録媒体は、上述した機能を実現するソフトウェアであるコンテンツ配信サーバ（
サービス情報配信サーバ）１００およびコンテンツ再生装置（サービス情報表示装置）２
００のプログラムのプログラムコード（実行形式プログラム、中間コードプログラム、ソ
ースプログラム）をコンピュータで読み取り可能に記録していればよい。コンテンツ配信
サーバ（サービス情報配信サーバ）１００およびコンテンツ再生装置（サービス情報表示
装置）２００に、この記録媒体を供給する。これにより、コンピュータとしてのコンテン
ツ配信サーバ（サービス情報配信サーバ）１００およびコンテンツ再生装置（サービス情
報表示装置）２００（またはＣＰＵやＭＰＵ）が、供給された記録媒体に記録されている
プログラムコードを読み出し、実行すればよい。
【０２６１】
　プログラムコードをコンテンツ配信サーバ（サービス情報配信サーバ）１００およびコ
ンテンツ再生装置（サービス情報表示装置）２００に供給する記録媒体は、特定の構造ま
たは種類のものに限定されない。すなわちこの記録媒体は、たとえば、磁気テープやカセ
ットテープ等のテープ系、フロッピー（登録商標）ディスク／ハードディスク等の磁気デ
ィスクやＣＤ－ＲＯＭ／ＭＯ／ＭＤ／ＤＶＤ／ＣＤ－Ｒ等の光ディスクを含むディスク系
、ＩＣカード（メモリカードを含む）／光カード等のカード系、あるいはマスクＲＯＭ／
ＥＰＲＯＭ／ＥＥＰＲＯＭ／フラッシュＲＯＭ等の半導体メモリ系などとすることができ
る。
【０２６２】
　また、コンテンツ配信サーバ（サービス情報配信サーバ）１００およびコンテンツ再生
装置（サービス情報表示装置）２００を通信ネットワークと接続可能に構成しても、本発
明の目的を達成できる。この場合、上記のプログラムコードを、通信ネットワークを介し
てコンテンツ配信サーバ（サービス情報配信サーバ）１００およびコンテンツ再生装置（
サービス情報表示装置）２００に供給する。この通信ネットワークはコンテンツ配信サー
バ（サービス情報配信サーバ）１００およびコンテンツ再生装置（サービス情報表示装置
）２００にプログラムコードを供給できるものであればよく、特定の種類または形態に限
定されない。たとえばインターネット、イントラネット、エキストラネット、ＬＡＮ、Ｉ
ＳＤＮ、ＶＡＮ、ＣＡＴＶ通信網、仮想専用網（Ｖｉｒｔｕａｌ　Ｐｒｉｖａｔｅ　Ｎｅ
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ｔｗｏｒｋ）、電話回線網、移動体通信網、衛星通信網等であればよい。
【０２６３】
　この通信ネットワークを構成する伝送媒体も、プログラムコードを伝送可能な任意の媒
体であればよく、特定の構成または種類のものに限定されない。たとえばＩＥＥＥ１３９
４、ＵＳＢ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｓｅｒｉａｌ　Ｂｕｓ）、電力線搬送、ケーブルＴＶ
回線、電話線、ＡＤＳＬ（Ａｓｙｍｍｅｔｒｉｃ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅ
ｒ　Ｌｉｎｅ）回線等の有線でも、ＩｒＤＡやリモコンのような赤外線、Ｂｌｕｅｔｏｏ
ｔｈ（登録商標）、８０２．１１無線、ＨＤＲ、携帯電話網、衛星回線、地上波デジタル
網等の無線でも利用可能である。なお本発明は、上記プログラムコードが電子的な伝送で
具現化された、搬送波に埋め込まれたコンピュータデータ信号の形態でも実現され得る。
【産業上の利用可能性】
【０２６４】
　本発明は、不特定のユーザにサービス内容を配信するサービス情報配信サーバとして有
用である。
【符号の説明】
【０２６５】
１　コンテンツ配信システム（サービス情報提供システム）
１’　商品情報配信システム（サービス情報提供システム）
１ａ　コンテンツ配信システム（サービス情報提供システム）
１ａ’　コンテンツ配信システム（サービス情報提供システム）
１ｂ　コンテンツ配信システム（サービス情報提供システム）
１ｃ　コンテンツ配信システム（サービス情報提供システム）
１ｄ　コンテンツ配信システム（サービス情報提供システム）
１ｅ　コンテンツ配信システム（サービス情報提供システム）
２　コンテンツ配信システム（サービス情報提供システム）
１０　ネットワーク
１１　ホームゲートウェイ（ＨＧＷ）
１２　セットトップボックス（ＳＴＢ）
２１　パーソナルコンピュータ
２２　ディスプレイ
１００　コンテンツ配信サーバ（サービス情報提供サーバ）
１００’　商品情報配信サーバ（サービス情報提供サーバ）
１００ａ　コンテンツ配信サーバ（サービス情報提供サーバ）
１００ｂ　コンテンツ配信サーバ（サービス情報提供サーバ）
１００ｃ　コンテンツ配信サーバ（サービス情報提供サーバ）
１００ｄ　コンテンツ配信サーバ（サービス情報提供サーバ）
１００ｅ　コンテンツ配信サーバ（サービス情報提供サーバ）
１００ｆ　コンテンツ配信サーバ（サービス情報提供サーバ）
１０１　特典提供サーバ
１１１　コンテンツ情報記憶部
１１２　情報選択部（選択手段）
１１２’　商品情報選択部（選択手段）
１１３　入力処理部
１１４　配信履歴情報管理部
１１４’　購入履歴情報管理部
１１５　コンテンツ取得部
１１５’　発注部
１１６　コンテンツデータベース
１１６’　データベース
１１７　ネットワーク通信部（送信手段、受信手段）
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１１８　情報管理部（情報管理手段）
１１８’　商品情報管理部（情報管理手段）
１２０　配信済比率算出部（サーバの利用済比率算出手段）
１２１　特典情報管理部
１２２　配信済比率判定部
１２３　配列順序決定部
１２４　配信済タイトル数算出部
１２５　配信済タイトル数判定部
１２６　カテゴリ情報選択部（カテゴリ情報選択部手段）
２００、３００、４００、Ｎ００　コンテンツ受信装置（サービス情報表示装置）
２００’　商品情報表示装置（サービス情報表示装置）
２１１　コンテンツ情報記憶部
２１１’　記憶部
２１２　ネットワーク通信部（送信手段、受信手段）
２１３　入力処理部
２１４　画像データ表示部（画像データ表示手段）
２１５　音声データ再生部（音声データ再生手段）
２１６　配信済比率算出部（表示装置の利用済比率算出手段）
２５０　入力装置
３００　発注装置
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